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予 算 特 別 委 員 会（１日目） 

 

 

１．開会及び延会     平成28年３月16日（水） 午後１時00分 開会 

                         午後７時36分 延会 

 

２．場    所     葛城市役所 新庄庁舎 第１委員会室 

 

３．出席した委員     委 員 長     朝 岡 佐一郎 

             副委員長     増 田 順 弘 

             委  員     川 村 優 子 

               〃       西 川   朗 

               〃       岡 本  司 

               〃       西 井   覚 

               〃       吉 村 優 子 

               〃       白 石 栄 一 

 

  欠席した委員     な  し 

 

４．委員以外の出席議員  議  長     赤 井 佐太郎 

             議  員     内 野 悦 子 

 

５．委員会条例第19条の規定により、説明のため出席した者の職氏名 

             市  長     山 下 和 弥 

             副 市 長     生 野 吉 秀 

             教 育 長     大 西 正 親 

             総合政策企画監  本 田 知 之 

             まちづくり統括技監 松 倉 昌 明 

             企画部長     米 井 英 規 

             人事課長     吉 川 正 人 

             企画政策課長   岩 永 睦 治 

             情報推進課長   松 村 昇 道 

             総務部長     山 本 眞 義 

             総務財政課長   安 川   誠 

               〃  主幹  森 岡 偉 晃 

               〃  主幹  吉 村 雅 央 

             生活安全課長   門 口 昌 義 
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             税務課長     西 村 圭代子 

             収納促進課長   西 川 嘉 則 

             市民生活部長   芳 野 隆 一 

             市民窓口課長   西 川 佳 嗣 

               〃  主幹  吉 村 泰 祐 

             保険課長     中 嶋 卓 也 

             人権政策課長   布 施 憲 一 

             環境課長     西 川 博 史 

             新炉建設準備室長 巽   重 人 

             新庄ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ所長兼 

             當麻ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ所長 増 井 良 之 

             保健福祉部長   山 岡 加代子 

             社会福祉課長   西 川 佳 伸 

             子育て福祉課長  岡   幸 子 

             長寿福祉課長   門 口 尚 弘 

             健康増進課長   水 原 正 義 

               〃  主幹  松 山 神 恵 

             都市整備部長   土 谷 宏 巌 

             都市整備部理事 

             兼建設課長    木 村 喜 哉 

             建設課主幹    河 合 忠 尚 

             産業観光部長   下 村 喜代博 

             農林課長     池 原 博 文 

             商工観光課長   岸 本 俊 博 

             会計管理者    邨 田 康 司 

 

６．職務のため出席した者の職氏名 

             事務局長     寺 田   馨 

             書  記     中 井 孝 明 

               〃       山 岡   晋 

               〃       井 谷 亜 耶 

 

７．付 議 事 件 

 議第28号 平成28年度葛城市一般会計予算の議決について 

 議第29号 平成28年度葛城市国民健康保険特別会計予算の議決について 

 議第36号 平成28年度葛城市後期高齢者医療保険特別会計予算の議決について 

 議第34号 平成28年度葛城市霊苑事業特別会計予算の議決について 
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 議第30号 平成28年度葛城市介護保険特別会計予算の議決について 

 議第35号 平成28年度葛城市・広陵町介護認定審査会特別会計予算の議決について 

 議第33号 平成28年度葛城市住宅新築資金等貸付金特別会計予算の議決について 

 議第32号 平成28年度葛城市学校給食特別会計予算の議決について 

 議第31号 平成28年度葛城市下水道事業特別会計予算の議決について 

 議第37号 平成28年度葛城市水道事業会計予算の議決について 
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      開 会 午後１時００分 

朝岡委員長 それでは、ただいまの出席委員は８名で定足数に達しておりますので、これより予算特

別委員会を開会します。 

 皆さん、こんにちは。大変ご苦労さまでございます。去る、３月７日の本会議、山下市長

の方から、平成28年度の予算に対する10案件の予算案件が本委員会に付託をされ、それを集

中的に審査をする予算特別委員会でございます。常任委員会から各４名ずつの委員には大変

お世話をかけますけども、慎重にご審査賜りますよう、よろしくお願いを申し上げたいと思

います。 

 お水取りも終わりまして、いよいよ日増しに春めいてまいりましたが、まだまだ寒い日が

続いてございます。体調管理にも十分お気をつけいただきながら、集中的にご審議を賜って、

市民の声が反映されている、また予算措置がしっかりされている、財源措置がしっかりされ

ている、さまざまな角度からご審査を賜りまして、適切なご判断を賜りますようよろしくお

願いを申し上げたいと思います。増田副委員長ともども、しっかりと議論が尽くす場である

ように運営してまいりたいと思いますので、委員の皆様方初め、行政当局の皆様方にもご協

力をよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 それでは、委員外議員のご出席がありますので、ご紹介いたします。内野議員でございま

す。 

 一般の傍聴についての取扱いについてお諮りいたします。本委員会においては一般の傍聴

を許可することとし、また審査が長時間にわたるため、会議中の入退室についても許可をい

たしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

朝岡委員長 ご異議なしと認め、一般の傍聴及び会議中の入退室を認めることといたします。 

 それでは、発言される場合は挙手をいただいて、指名をいたします。マイクのボタンを押

してからご起立をいただいて発言をされるよう、お願いをいたします。携帯電話をお持ちの

方については、電源を切るか、マナーモードに切りかえるようお願いいたします。 

 それでは、予算特別委員会開会に当たり、事前に進行及び審査方法等について確認をさせ

ていただきたいと思います。お手元にございます、予算特別委員会次第記載の順番ごとご説

明をさせていただきたいと思います。まず、審査の順につきましては、お手元に配付の予算

特別委員会次第の記載の順番に１議案ごと上程し、採決まで行ってまいりたいと思います。 

 次に、一般会計及び特別会計の審査の方法についてでございますが、お手元に配付の予算

特別委員会審査方法日程資料１のとおり、一般会計の予算については、まず歳出の１款及び

２款、その部分について質疑を行います。続いて同様、３款及び４款、次に７款及び８款、

そして、５款及び６款、最後に９款から12款まで行いたいと思います。続いて、歳入につき

ましては一括で行い、その後、総括質疑、討論、採決を行います。総括質疑につきましては、

市政全般に係るものになりますよう、ご留意をお願いいたしたいと思います。 

 特別会計の予算については、歳出、歳入を一括で説明を受け、質疑を行い、討論、採決を

行います。水道事業会計予算については、歳入、歳出の順番で説明を受けますので、ご了解
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をいただきたいと思います。 

 また、審査日程については、審査の状況により多少予定が前後する場合がございますが、

先ほどちょっと申し上げましたその日の当初予定の費目までまいりたいと思いますので、ご

協力をよろしくお願いいたしたいと思います。 

 次に、お手元に配付の予算特別委員会の進行及び審査方法についてであります。資料２番

でございます。まず、１番から３番までは、先ほど説明させていただいたとおりでございま

す。次に、４番の質問項目についてでありますが、１回につき３問まででございます。質疑

回数については２回まで、３回目は発言のみということになります。なお、答弁漏れ等があ

った場合については、私の判断のもと、この回数を超えて質疑を許可する場合もございます。

５番の、質問されるのは私が指名いたしますので、関連質問である場合はこれを優先させて

いただきます。次に、６番目として、発言内容の制限として、会議規則第116条の規定によ

り、発言は全て簡単明瞭にするものとして、質疑は簡単にし、前置き、要望は、議事進行上

できるだけ慎んでいただきますよう、よろしくお願いいたしたいと思います。次に７番目、

質問される場合は、予算書のページ数、款、項、目の費目を述べて、質問をしていただきた

いと思います。 

 次に、理事者側についてでありますが、答弁者は必ず手を挙げて、私が指名した後、質問

者が変わるごとに、所属、役職名、そして氏名を言っていただいて、簡単明瞭、的確なご答

弁をお願いいたします。答弁者については、なるべく部長、もしくは担当課長でよろしくお

願いをいたしたいと思います。 

 最後に、お手元に配付の予算特別委員会時間配分表でございますが、資料３でございます。

先ほどちょっとご説明したとおりでございますが、委員会を進めるに当たりまして、時間配

分を目安として、予算特別委員会の時間配分表、これをつくらせていただいておりますので、

これに従って進めてまいりたい、委員を初め、理事者側にもご協力をお願いを申し上げたい

と思います。 

 以上、簡単に申し上げました説明した内容について、何かご意見等はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

朝岡委員長 ないようでございますので、そのように委員会運営をしてまいりたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いをいたしたいと思います。 

 それでは、議案審査に移らせていただきたいと思います。 

 それでは、平成28年度葛城市一般会計予算の議決についてを議題といたします。 

 本案につき、まず、歳出の１款議会費、２款総務費まで、提案者の内容説明を求めます。 

 山本総務部長。 

山本総務部長 失礼いたします、総務部の山本でございます。よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、歳出の１款議会費、２款総務費について、ご説明申し上げます。 

 事項別明細書の32ページをお開き願いたいと思います。 

 議会費から説明を申し上げます。１款議会費でございます。１億6,880万5,000円を計上い

たしております。議員15名の報酬、職員５人の人件費と、議会運営に要する経費となってお
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ります。 

 次に、33ページでございます。２款総務費、１項１目一般管理費でございます。６億421

万5,000円を計上いたしております。特別職２人、職員46人の人件費初め、総務の一般管理

費及び法律相談、職員関係等に要する経費となっております。 

 次に、36ページでございます。２目文書広報費でございます。1,591万3,000円を計上いた

しております。文書広報に要する経費でございます。 

 続く、３目会計管理費でございます。808万円の計上でございます。会計事務に要する経

費でございます。 

 続く、４目財産管理費でございます。１億2,757万4,000円でございます。新庄・當麻両庁

舎の維持管理に要する経費を初め、公有財産の管理のための経費を計上いたしておるところ

でございます。 

 38ページに移りまして、５目電子計算費でございます。6,635万3,000円の計上でございま

す。電子計算の運営及び管理に要する経費でございます。 

 次に、６目地域情報化推進費でございます。2,912万5,000円の計上でございます。総合行

政ネットワークシステム、イントラネットシステム等に要する経費を計上いたしておるとこ

ろでございます。 

 続く、７目交通安全対策費でございます。3,540万8,000円の計上でございまして、交通安

全対策に要する経費でございます。工事請負費につきましては、カーブミラー、区画線等の

経費の計上をいたしておるところでございます。 

 次に、８目自治振興費でございます。１億8,264万3,000円の計上でございます。自治振興

に要する経費でございまして、公共バスの運行委託料、負担金では、まちづくり事業一括交

付金などが主なところでございます。 

 次に、９目企画費でございます。2,279万4,000円の計上でございまして、企画一般に要す

る経費でございます。第２次総合計画策定業務委託料、市政戦略立案調査業務委託料などが、

その主なものとなっておるところでございます。 

 次に、10目公平委員会費でございます。36万7,000円の計上でございます。 

 続く、11目防災行政無線管理費でございます。10億1,461万8,000円の計上でございまして、

有線放送アナログの防災行政無線にかえ、市内統一としての新たなデジタル化の防災行政無

線の整備に要する経費を計上いたしておるところでございます。 

 次に、42ページでございます。12目の地方創生推進交付金事業費でございます。3,161万

9,000円の計上でございまして、地方創生推進交付金事業に要する経費の計上となっており

ます。 

 続いて、２項１目税務総務費でございます。１億3,700万円の計上でございます。税務職

員17名の人件費初め、税務事務に要する経費でございます。 

 44ページに移りまして、２目賦課徴収費でございます。4,807万1,000円の計上でございま

す。市税の賦課に要する経費でございまして、市県民税、固定資産税などの電算関係経費が

主なものとなっておるところでございます。 
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 次に、３目過年度支出金でございます。過誤納金に係ります還付金1,200万円の計上でご

ざいます。 

 次に、３項１目戸籍住民基本台帳費でございます。１億2,424万8,000円でございます。職

員７人の人件費初め、戸籍住民基本台帳事務に要する経費でございます。 

 46ページに移りまして、４項１目人権啓発費でございます。3,227万9,000円の計上でござ

います。職員２人の人件費初め、人権啓発等に要する経費でございます。 

 次に、５項１目選挙管理委員会費でございます。58万5,000円を計上いたしております。

選挙管理委員会の運営に要する経費でございます。 

 48ページに移りまして、２目選挙啓発費でございます。２万円の計上でございます。 

 続く、３目参議院議員選挙費でございます。2,300万円の計上でございます。 

 次の、４目市長及び市議会議員補欠選挙費でございます。3,350万円の計上でございます。 

 ページ変わりまして、50ページでございます。６項１目統計調査総務費でございます。91

万8,000円を計上いたしております。統計一般に要する経費でございます。 

 続く、２目基幹統計費でございます。175万7,000円の計上でございます。基幹統計に要す

る経費でございます。 

 次に、７項１目監査委員費でございます。82万8,000円、監査事務に要する経費でござい

ます。 

 以上をもちまして、１款議会費、２款総務費の説明を終わらせていただきます。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

朝岡委員長 ただいま説明を願いました部分につきまして、質疑に入りたいと思います。 

 質疑はございませんか。 

 白石委員。 

白石委員 ご説明がありました、議第28号の平成28年度葛城市一般会計補正予算の議決について、本

予算特別委員会において質疑をさせていただきたいと思います。 

 まず最初に、事項別明細書の32ページ、歳出の１款議会費についてであります。残念なが

ら、本平成28年度予算には計上されていないわけでありますけれども、平成27年度の予算要

求に当たって、葛城市議会は、全員協議会等において、議場あるいは本委員会の音響施設、

あるいは映像、音響施設の更新、そして新たに市民参加と開かれた議会をつくるために、映

像施設、いわゆるインターネット等を通して、市民の皆さんにライブでその委員会や議会の

様子をお知らせする、こういう取り組みを議論をしてまいりました。そして、全員協議会の

中において、これらについて平成27年度予算において予算要求をするということであったわ

けでありますけども、市長査定の段階において、費用がやはりかかってくるということで、

１年間十分に調査研究をしていただいて、このいい案をつくっていただきたい、こういうこ

とでありました。もちろん、音響設備については、いつ故障が起こるかわからない、そうい

う状況でありましたので、市長の方も、そういう事故が起こった場合には、補正予算におい

て直ちに対応していただくということでありました。残念なことに、議会としてはやむを得

ずこの１年間、調査検討をして、平成28年度、映像の新設含めてそういうことになったわけ
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でありますけれども、そこでお伺いをしておきたいんですが、その１年間、どのような調査

研究がなされて、この理事者等との調整等もなされてきたのかお伺いをしておきたい、この

ように思うわけであります。 

朝岡委員長 寺田議会事務局長。 

寺田議会事務局長 失礼いたします。 

 先ほどの白石委員のお尋ねでございますが、議場及び委員会室の音響設備の入れかえと映

像設備の導入につきましては、平成26年度におきまして、総務建設常任委員会などの協議会

でご検討いただき、音響と映像の２つを同時に導入となるとかなりの事業費が必要であるた

めに、平成27年度にまず音響施設の入れかえを実施し、後年度におきまして映像設備を導入

するということで決定いただきました。 

 しかし、平成27年度の当初予算査定におきまして、議場及び委員会室の音響設備の入れか

えは、映像設備も含めた形でご議論いただき、ある一定の方針なり検討が出たときには、リ

ースでもお願いするかもしれませんが、検討させていただきますとの見解でございました。 

 この結果を受けまして、昨今の議会は市民に開かれた議会を目指しており、導入に当たり

短時間で結論を出さず、補助金なしで全て一般財源だけで投資をするため、音響と映像を別

年度に導入するよりも同時に導入することにより、導入の初期費用が二重にならないなどの

メリットがございます。 

 以上、総合的に勘案されて、議会改革特別委員会におきまして、インターネット中継含め

た映像設備の導入、音響設備の入れかえを検討することで結論づけされております。その後、

平成27年度中におきましても、平成26年度に見積もりを徴した複数の業者以外の業者からも

見積もりを徴し確認いたしましたが、事業費の額はあまり差異がございませんでした。 

 このことにつきましては、市長ヒアリングにおきまして、その時期時期に報告させていた

だいております。また、平成28年３月２日開催の議会改革特別委員会におきまして、議会基

本条例素案作業部会が設立されまして、現在まで７回の部会を開催されておられます。その

うち５回までの部会で決定されました条例素案を委員会などで承認いただいております。そ

の中で、議会広報の充実の条項がございまして、「議会は情報通信技術の発達を踏まえた多

様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会や施政に関心を持つよう、議会広報

活動に努めるものとする」という文言がございます。そのため、最新の音響と映像設備を導

入することにより、議会の広報活動に努めるものとしております。 

 なお、葛城市議会基本条例の施行日につきましては、平成27年12月10日開催の議会改革特

別委員会で審議されました議会基本条例制定スケジュールによりまして、平成29年６月第２

回市議会定例会後の平成29年７月１日をめどとされておりまして、この条項の規定では努力

項目と思われますが、平成29年度におきましては議場と委員会室の音響設備の入れかえ、並

びに映像設備の導入に向けて検討する必要があると思われます。 

 以上で報告を終わります。 

朝岡委員長 白石委員。 

白石委員 局長の方から、この１年間の経過なりご報告をいただきました。地方公共団体は、ご承知
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のように、この二元代表制という形で、市長部局と議会部局が存在をし、双方が住民福祉の

向上のために働くと、こういう仕組みになっております。議会は議事機関として、それこそ

行政の諸提案に対して最終的な意思決定を行う重要な役割を担う機関であります。そういう

機関が、最も大事な本会議場、さらに委員会場が、音響設備の老朽化に伴って、やはりいつ

故障してもおかしくない、こういう状況になっている。こういう状況の中でどういうことが

起こるかといいますと、確かに、予備でこのようなテープを置いていますけども、これがや

はりきちっと機能しないと、この会議録が作成できない。この会議録というのは、永久保存

されるものであります。当然、県や総務省にも送付され保存されるというものであります。 

 そういう重要な役割と、その重要なそういう公文書を作成をしていくという大切なやはり

施設、設備に対してそういう自体になったことは、私は非常に残念な思いをいたしました。

市長査定において、再度検討されたいという結論が出たわけです。これは多数において受け

入れざるを得ない、こういうことであったわけでありますけれども、やはりこの辺も、当然、

現行の国の施策において、議場等の施設設備等の費用に対する補助制度、あるいは起債制度

は残念ながらありません。やはり、単費でやらざるを得ないという、これはもう市長が幾ら

頑張っていただいても仕方がないというような状況であるけど、やはりこの議会の大事な機

能を果たす上ででも、機器について１年先送りされ、さらに今回も先送りされるということ

になるといかがなものかと、こういうように思うんです。 

 今、局長の方からもお話をいただきました。今、議会は、議会改革特別委員会を中心にし

て、議会基本条例の策定を本当にやり上げていこうということで、集中をして取り組み、作

業部会ではけんけんがくがくと議論をし、やっているところであります。これは、議会が議

会としての役割をきちっと果たしていくがためにやっておることでありますし、やはり住民

が主人公であって、住民の皆さんに広く議会の活動を知っていただく、こういうことでも、

いろいろな規定を設けて努力をしていくということになっているわけです。そういう意味で、

議会の活動をしている映像を市民の皆さんに、このネット等を通じてお知らせをし、本当に

市民の皆さんのご理解を深めていくということで、大事なことだとして取り組んでいるわけ

ですね。 

 そんなことでありますので、私は、市長には新年度の予算を見てみますと、本当に盛りだ

くさんで、新規事業もたくさんあって、これはなかなか葛城市の、将来の財政にとって、こ

れはもう大変なことだなということは理解できますけれども、やはり議会の役割を尊重して

いただいて、これは単費でありますけれども、最大限この要求に対してお答えをいただきた

い、こういうふうに思うわけでありますが、いかがでしょうか。 

朝岡委員長 山下市長。 

山下市長 白石委員の質問にお答えをいたします。 

 総額で約4,000万円ぐらいの単費を費やすということでございます。その財源をどこに求

めていくのかというと、税金で賄っていかざるを得ないわけですから、これをどういう形で

初期投資をしていくのか、それともリースで賄っていくのか検討してまいりたいとは思って

おりますけれども、ただ、議会基本条例を再来年度に制定をされるというふうに聞いており
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ます。そこと期を一にするような形で検討してまいりたい。今まで、正副議長並びに議会改

革の正副委員長にも、何度か私のところに足を運んでいただいて、このことについてお聞き

をしておるところでございますので、またいろいろ、ともに検討してまいりたいというふう

に思っております。 

朝岡委員長 白石委員。 

白石委員 初期投資として4,000万円程度はかかるということでありますけれども、やはり議会とし

ての役割をきちっとやっぱり果たしていく最低限のこととして、これは検討ということじゃ

なくて、まさに最低、平成29年度のこの議会基本条例制定と同時に実施をしていただく、予

算措置をしていただくことを、それはお互い自立した機関として、当然、市長はこの予算を

編成し提出する権限を持っている。しかし、議会には、予算を編成し、そしてそれを提出す

る権限はありません。そこは、理事者が、その憲法の規定にある議会のこの役割に鑑み、優

先してやはり予算措置されるべきことではないのかというふうに思うわけでありますが、こ

れがおかしいというのであれば言っていただきたいと思います。ただ、報酬を上げろとか、

そういうことであるならば、これはやっぱり十分考えていかなきゃならない。しかし、設備

がいつ故障してもおかしくないと、そういうふうに言われている中で、実際にこのたびも予

算措置されないということは、これはもう議会軽視ではないのかと、こう言わざるを得ない。

いかがでしょうか。そのように私は思います。以上です。 

朝岡委員長 ほかに質疑はございませんか。 

朝岡委員長 吉村委員。 

吉村委員 それでは、順番に、まず簡単なものから。34ページの、報償費の記念品です。これは、平

成26年、平成27年度と52万9,000円だったのが、今回、102万9,000円になっているんですけ

ど、それの内容をお示しください。それから、15節工事請負費の500万円の内訳、それと13

節委託料の人材育成強化業務委託料です。それの内容と、お願いします。３点です。 

朝岡委員長 吉川人事課長。 

吉川人事課長 人事課の吉川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 吉村委員のご質問で、まず１点目の記念品費でございますけども、前年度と比較いたしま

して50万円の増額ということになっております。これにつきましては、市功労者表彰を行う

に当たりまして、これに伴う記念品代を計上したためでございます。 

 次に、工事請負費でございます。工事請負費として500万円新規計上いたしております。

これにつきましては、この新庄庁舎北側の、主に職員が利用しております駐車場の舗装及び

照明設備の設置のための工事請負費を計上しているところでございます。この件につきまし

ては、現在、職員から徴収しております駐車場使用期間に対する使用料を財源といたしまし

て、その範囲内でできる舗装及び照明の設置工事を行うというものでございます。 

 次に、委託料の人材育成強化業務の委託料でございます。421万2,000円を新たに計上して

いるところでございますけども、この計上分といたしましては、市役所としてさらなる市民

サービスの向上に向けまして、今年度、リコージャパンの協力のもと、職員向けのアンケー

ト調査を実施いたしました。そうしたところ、市役所において業務を行うに当たりまして、
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施政の方針や方向性が職員間で十分に理解、共有されてないといった課題が出てきたところ

でございます。こうした結果を踏まえまして、民間企業のノウハウを活用した人材育成を通

じて職員の意識改革や、幹部職員あるいは管理職のスキルアップを図ることを目的に、この

所要の経費を計上したものでございます。 

 以上でございます。 

朝岡委員長 吉村委員。 

吉村委員 記念品の分は、これは今までなかった分ですか。あった分ですか。これは何名分ですか。 

 それと、工事費の方はわかりました。それから、この委託料の分は、ここに職員研修費、

それとはまた別なんですよね。別ですね。この分の計画ですか。計画策定の委託料というこ

とですか。すいません。ちょっとよくわからないから。 

朝岡委員長 もう一回、それじゃ、吉川人事課長。 

吉川人事課長 ただいまの記念品費でございますけれども、今般、市の功労者表彰を行うに当たりま

して、１人１万円分で50人分の計上を予定しているところでございます。 

 委託料の人材育成の方につきましては、これも職員研修の一環として捉えているものでご

ざいますけども、先ほど申しましたような業務を委託を行いまして、その職員の資質向上を

図っていきたいということで、今回新たに計上しているものでございます。 

 以上でございます。 

朝岡委員長 意味、わかりましたか。 

吉村委員 わかりません。 

朝岡委員長 もう一回、吉川人事課長。 

吉川人事課長 委託料の業務内容でございます。本事業については、２つの取り組みを考えていると

ころでございまして、平成28年度において職員が主体となって市役所としての目標を策定、

共有するに当たって、民間企業における人材育成手法をもとに、ファシリテーターとしての

理論のサポート、あるいはアドバイスを行っていただく。もう１点は、市役所としての目標

の策定を踏まえまして、幹部職員あるいは管理職を対象に、部門ごとの目標、方針を策定す

るための講義の実施や、策定した目標、方針に対するアドバイス等を行っていただくという

事業でございます。 

 以上でございます。 

朝岡委員長 ほかに質疑はございませんか。 

 岡本委員。 

岡本委員 ちょっと質疑をさせてもらいますので、よろしくお願いします。 

 吉村委員の今の質問で、吉川課長、今、記念品と言われた。１万円で50人分と言っている

けども、銀杯とか、そんなもんではないのか。 

 それと、今おっしゃっているその職員研修の関係やけども、このいわゆる予算概要の中で、

例えば職員研修事業589万8,000円と出てある。ここにいろいろ書いてもらってます。職員の

中央研修所へ行きますよとか、国際文化研究所へ行きますと、こう書いてある。その分がこ

の予算に出てないということと、その中身がわからんから吉村委員が聞いていると思います。
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職員研修事業費と、今、おっしゃっているこの委託料の人材育成の421万2,000円、その分と

合体になっているのかなってないのかということです。それと、人材育成、職員の目標でや

ってもらうのはいいわけやけど、リコーリコーと言ってもらったら、何かもうすでに来ても

らって、いろいろなことをしてもらうなような感じを受ける。ほかのところで手話研修のよ

うな研修であればいいけども、今、初めて職員研修するんやなしに、長年研修をずっとして

きているわけ。さらに、研修してもらうということはありがたいことやけども、そこらの考

え方がどうなっとるんかなということを吉村委員が聞いているのと違うかなと思います。ち

ょかちょかかまって悪いですけれども、どうぞよろしくお願いします。 

朝岡委員長 今、２つです。よろしいね。 

 吉川人事課長。 

吉川人事課長 人事課の吉川でございます。 

 ただいまの岡本委員のまず１点目の記念品の内容でございますけども、記念品といたしま

して、市章とか入ったもので何か本当に表彰として記念になるものを、今後、検討し、考え

ていきたいというふうに思っております。 

 それから、今おっしゃいました研修の件でございますけども、ここの予算の概要に記載し

ております職員研修事業の平成28年度の589万8,000円の中には、この今申し上げました委託

料の分が含まれております。それ以外には、今までどおりの職員中央研修所やあるいは文化

研修所等の負担金なども含まれておりまして、その合計額を記載しているものでございます。 

 リコージャパンの件でございますけども、リコージャパンとは、葛城市と連携協定に関す

る協定を結んでおりまして、この協定の中に人材育成に関することについて協力して進めて

いこうということになっておりまして、その中で、平成27年度においてリコージャパンの方

で、通常、民間企業に対して人材育成強化のアンケートを行われているわけでございますけ

ども、それを地方公共団体の職員に対するものに変更していただいて調査を行っていただい

たわけでございます。その中で、いろいろな問題点が出てきたということで、この平成28年

度において、この問題点を改善するべく業務委託によってその研修という形で進めていきた

いと考えております。ただ、業者を選任するに当たりましては、リコージャパンということ

ではなくて、広くこういう業務を行っていただける業者を選びまして、通常の入札等の方法

によりまして決定していくというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

朝岡委員長 岡本委員。 

岡本委員 いろいろ説明していただきました。要は、記念品というのはまだこれから、予算は確保し

ているが、これからどのようなものがよいのか決めていくと、こういう解釈でいいわけやな。 

 それと、この人材の育成強化業務、それは連携協定を結んでいろいろやってくれてはるわ

けやけど、ほかの議員は知っているんか知らんけども、先ほど、研修内容とか説明していた

だいたが、我々は全然わからない。例えば、どこがどう変わったんか。それは我々は知らん

でもいいのかわからないが、実際、どんなことをやってもらっているのか、どこまでどう変

わったのかわからへんから話をしている。やっぱりその会社がいいとか悪いとか、そんなこ



 

－13－ 

とを言うのやなしに、委託料で計上している以上は、特別に契約するわけにはいかん。だか

ら、何社か、それは業者を選んでするんやろうと。ところが、ふたを開けたら、たまたまこ

の業者が落札しまして、というふうになっていくんではないかなということやから、ほかの、

その業者を除けて入札されるんやったらいいわけやけども、必ずその業者を入れて入札され

るということやから、100％に近い金額で落ちていくやろうというようなことで我々は懸念

するということだけですね。やってもうたらあかんとかいうのと違うて、いいことやけども、

その辺の選び方もひとつ検討していただいたらなと。私は頭から外せと言っているのと違い

ますけど、外していけるんなら、そのような方法をされたらどうですかと。答えは結構です。 

朝岡委員長 ほかに質疑はございませんか。 

 白石委員。 

白石委員 まず、関連でちょっとお伺いをしておきたいと思います。吉村委員並びに岡本委員が、職

員の研修事業について取り上げて質疑を行いました。私は、研修については、この間、予算

や決算において取り上げて、まさにこの地方公務員としての資質を上げていくということは、

これはその職員自身が全体の奉仕者として奉職されたときに、皆さんが宣誓を行う、「ここ

に主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、且つ、擁護することを固く誓いま

す」と、こう皆さんは言っているんですね。そして、「私は、地方自治の本旨を体し、全体

の奉仕者として公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実かつ公正に職

務を執行することを誓います」と、こういう誓いを立てて、皆さん、それこそ住民の生産活

動、消費活動を支えるために日夜頑張ってきているわけですね。 

 私は、この理念、目標にのっとってやはり研修はなされるべきだというふうに常々思って

います。確かに、民間企業は５Ｓ運動、ＱＣ運動、ＺＤとか、いろいろその事務の効率化、

生産工程の合理化のためにやってきた。それらのことはそれらのこととして、私は意義ある

ものだと思います。それらは、事務の段階において、いろんな事業の段階において、１つの

手法として取り入れられていくことは、これは否定するものではありません。 

 しかし、私たちの仕事というのは、これはやはり利潤を追求することではありません。住

民福祉の増進を図ることを基本にして、自主的かつ総合的に住民の皆さんにサービスをやっ

ぱり提供していくと、こういうことが第１の仕事なんですね。だから、そこのところを忘れ

て、個々のところ、事務の効率化、合理化、整頓、清潔、そういうことも大事なことだけれ

ども、ここを忘れて仕事をしている以上はだめではないかと。ちゃんと、地方自治法には、

やっぱりいろんな原則が書かれているわけですね。今はなくなりましたけども、地方自治体

は、やはりちゃんとした基本構想をつくり、その基本構想に基づいて、中長期の計画をもっ

て職務に精励するんだということでありますよね。最小の経費で最大の効果を得られるよう

に務めるべきだと、こういうふうにやはりちゃんと書かれているんですね。やっぱり、こう

いうことを私はしっかりと研修をし、身につけ、奉仕者として頑張っていただくということ

が大事だと。 

 ところが、ちょっとショックを受けたんですけど、アンケート調査の結果、職員自身が地

方自治体、あるいは葛城市の基本的な仕事やその方針等がやはり十分理解をされていないと
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いうことが明らかになったみたいな、そんなアンケート調査、これは本当にもう「本当か」

と。私も町会議員になったときは、この予算編成をするときに、幹部職員に「何を基本にし

て予算編成をするんですか」と。もちろん、決算に基づいてそれらを教訓にして事業をする。

今、社会的に何が求められ、住民が何を求められるのかということをもって、新規事業等を

考えていく。それに当たって大事なことは、やはり総合計画があり、都市計画マスタープラ

ンがあり、やっぱりこの高齢者の福祉計画であり、いろいろ計画はあるわけです。その方向

性というものは、きちっと皆さん持ったわけなんです。 

 ところが、残念なことに、「総合計画は持っていますか」、「都市計画マスタープランは持

っていますか」、「高齢者福祉計画は持っていますか」と言ったら、「いや、ありません」、

「どこにあるか、わかりません」と、こういうことでした。もうこれではだめだということ

で、いろいろこの改善を求めてまいりました。 

 しかし、そのことが、全く生かされていないで今日まで来ていたとしたら、私はこれは大

変な問題だと。人材育成強化業務委託料、これで民間事業者にその仕事の一翼を見直してい

くというだけでは済まない話じゃないかと。やっぱり私は、もちろん市町村の職員中央研究

所とか、国際文化研修所へ行ってそういうことを学んできていただいているというふうには

思うんですけども、単に民間企業へ行って挨拶の練習をするとか、お客さんに対する接遇の

練習をするとかいうことだけでは、それは研修にならない。朝、庁舎前で、「おはようござ

います。おはようございます」と言ったって、これは実際には本当に職員としての資質が身

につくかといったら、つかないと。根本的な問題だと。そのことをやっぱりきちっと把握し

た上で、私はこの人材育成の強化のための事業をやってもらわなきゃならんと思います。そ

うじゃないでしょうか。この点は、これまで職員研修について取り上げてきたものとして、

市長の所見を求めておきたい、このように思います。 

 それから、これも関連でありますけども、職員駐車場の舗装です。あれは、今、３区画く

らいあるわけでありますけども、確かに、近隣から、やはり車が走るわけですから、埃が出

たりして苦情が出る。これは、一定の処置をしなければならない。これは理解できます。今、

2,000円取っているんですか。月額1,000円ですか。この範囲内でやられるということであり

ますけども、当然、これらは早急にやっていただきたいし、それとあわせて、もうこの金額

でしたら全面舗装ではないというふうに思います。 

 いつでしたか、私の厚生文教常任委員会の日は大雨でした。いろいろな事情があったんで

しょう。もう駐車場は満杯で、もう職員の皆さんの駐車場へとめざるを得ない。そういう状

況で、とめました。しかし、水たまりがもうひどくて、それこそ爪先で水たまりがないとこ

ろを選び選び歩かないかんみたいな、そんな状況になっているんですね。そして、これまで

あった来客用のスペース、これはどこにあるんかわからんようになってしまっている。 

 やっぱり、行政として、職員の福利厚生含めて、やっぱり駐車場を確保し、その職員に気

持ちよく利用していただくということでありますけども、そういう状況になっているという

ことを、私はきちっとこれを機会に把握していただかないと困るわけですね。実際に、この

北側の駐車場で足りないわけですよね。ですから、この金額ではとても全面に舗装するとい
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うわけじゃない。多分、通路分ぐらいでしょうかね。するわけですけど、それはそれでも埃

が立たないし、雨が降ったときには、それなりにまあまあこれまでよりは移動しやすいとい

うことはあると思いますけども、そういう状況になっていることも含めて、ちゃんと仕事を

していただきたいということですね。それをどうしますかという話です。 

 それから、あと１つ。まず、34ページの一般管理費の９節普通旅費についてお伺いをして

おきたいと思います。普通旅費については、大体200万円前後から300万円台前後という形で

推移をしてきておるわけでありますけども、この間の経緯を見てみますと、当初予算におい

て、平成26年度は299万6,000円、平成27年度は343万4,000円、平成28年度、今年は344万

1,000円となっております。そこで、平成27年度の決算見込みをお伺いしたいということで

す。どのような内容において、344万1,000円の旅費が計上されているか、お伺いをしておき

たいと思います。 

朝岡委員長 吉川人事課長。 

吉川人事課長 人事課、吉川でございます。 

 まず、旅費の件でご答弁させていただきたいと思います。本年度の決算見込みでございま

すけども、特別職の旅費といたしまして、２月末現在でございますけども、116万8,553円、

その他の旅費といたしまして156万6,920円ということで、決算見込み、後３月分がございま

すけども、そのような感じでございます。 

 内容といたしましては、特別職については上京その他の旅費でございまして、全国市長会、

あるいは各省庁への陳情等の旅費を支出しております。以外の旅費につきましては、その市

長に対する随行旅費、あるいは研修旅費等を支出しておるところでございます。 

 以上でございます。 

朝岡委員長 生野副市長。 

生野副市長 職員駐車場の部分について、お答えいたしたいと思います。この部分につきましては、

予算を500万円計上させていただいておるわけでございます。その中で、先ほど人事課長が

申しましたように、照明と舗装ということでございます。当然、500万円の計上でございま

すので、ざっと照明等を入れましたら、照明も入れますと約2,000平方メートルほどしか舗

装できないかなというように思っております。その中で、先ほど、白石委員がおっしゃいま

したように、まず通路部分を舗装を行うということで、今年は予定いたしております。 

 そして、先ほど来申されました駐車場スペースの件でございますが、確かに職員の駐車場

の中につきましても、ロープ等で仕切りを行ったわけでございますが、その仕切り等もなく

なってきておりますので、それも鮮明にさせていただく。来客駐車場部分につきましては、

来客駐車場という看板といいますか、印をつけたいというように思います。 

 以上です。 

朝岡委員長 山下市長。 

山下市長 職員の研修につきましてでございますけれども、当然、市民のために働いていく我々の職

務、責務ということは十分に理解をさせていただいておりますし、そのことに職員が全力を

挙げるという形で研修をしていこうというふうに思っております。アンケートをとったとい
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う形で話がございましたけれども、その中で、全職員がやはり市民のために働かなければな

らないという意識は当然持っておりましたけれども、各課の中での連携の部分であったりと

か、その仕事を遂行するに当たっての、それぞれのモチベーションであったりというところ

をもう一度見直しをしていこうということです。仕事の運び方というのは、全くノウハウの

部分に当たるわけですから、民間等の知恵を拝借をしながら、どのように管理をして進めて

いくのかということを、やはり伝えていくべきであろうというふうに思っております。 

 ただ、方針等に関してというところでございますけれども、昨年も全職員を対象に私の方

から、今、葛城市が進めていることというのを、４回、５回に分けて全職員に対しての研修

も行わせていただいたところでございますけれども、方針を伝えていくというのは当然のこ

とでございますけれども、それをいかに遂行していくのか、各部、各課で遂行していくのか

というとこのノウハウ、今まで職員が積み上げてきたものというのが当然あるわけでござい

ますけれども、これだけの情報化社会という形になっておりますし、限られた財源の中で十

分に市民のために働いていかなければならないという状況の中で、よりよく効率的に仕事を

進めていく、お互いに協力しながら進めていく、また部課横断的に仕事を進めていくという

ことになっていくと、ある程度のコツやノウハウというのが必要になっていく、それをまた

伝えていくことをさせていただくということで、より職員が十分に休暇等もとりながら、残

業しなくても、市民のためにいろんな仕事をするというのは職員の姿でございますけれども、

一方、職員も家庭を持ち働いている一人一人でございますから、自分らしく生活ができるよ

うにという状況もつくり出していくことも我々が関与していかなければならないというふう

に思っておりますので、効率のよい仕事の仕方ということを伝授していけるようにお手伝い

をさせていただきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

朝岡委員長 白石委員。 

白石委員 それぞれ、吉川課長、市長からご答弁、お考えを聞かせていただきました。平成27年度の

普通旅費については、合わせて272万円ぐらいになるわけです。これは、平成27年度の当初

予算において343万4,000円だったけれども、執行率としては低いわけでありますが、さらに、

それよりも上回る予算を計上しているわけですが、これはまたどのような理由によるものな

のか、お伺いをしておきたい、このように思います。 

 駐車場の問題でありますけれども、あそこの駐車場の問題は、吸収源の事業をやるという

ふうな予定もあって、ところが地元の合意が得られないからなかなかできないという部分が

あるわけでありますけれども、この吸収源との、公園整備との関係、駐車場の確保、整備、

それと吸収源公園整備事業との関係はどのようにお考えになっているのか、お聞かせを願い

たい。 

 研修については、私は本当に、市長も言われたように、職員自身が家庭も抱え、親もいれ

ば妻もいれば子もいると、市民と同じような状況にあるけれども、しかし、職員の仕事とい

うのは、まさにこの市民の生活全体を支える、安心して生産活動や消費活動ができるような、

そういう活動をしているわけであります。もちろん、この効率性とか合理性とか、これは当



 

－17－ 

然、法にも書かれていることであって、そのことは追求してもらわななりませんけれども、

やはり仕事の主体は、先ほど申したように、市民生活をやっぱり支えることが第１なんです。

住民福祉の増進を図ることに、その職務に専念をすることが大事だということを、やっぱり

ご理解をいただく。そのために総合計画があり、一般廃棄物の処理基本計画とか、もう諸計

画がいっぱいあるわけです。そういうことを大きな柱、中小の柱として、これをいかにして

実現をしていくのか。それは、単に１つ１つの部署だけでできるはずがない。やっぱり、市

長を先頭に連携し、お互いにけん制し合い、励まし合い、やっていくことがなければ、これ

はできない。やっぱり、そこが基本なんですよ。そこを基本にした研修を、市長一堂に集め

てやっていただいているわけですから、協調してやっていただきたい、このように思います。

当然、市長も言われるように、財源は限られている。やっぱりその限られた中で何を優先し

てやるのかということを考えないとということは、私も理解をしています。 

 そういうことで、この研修については、新たな取り組みがなされるわけでありますけれど

も、注目をしておきたいというふうに思います。そのことによって、職員や市役所がどのよ

うに変わっていくのかということですね。注目をし、職員が本当に意欲を持って働けるよう

な職場づくりをしていっていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。 

朝岡委員長 生野副市長。 

生野副市長 駐車場と吸収源との件でございます。これにつきましては、今、駐車場は３面使ってい

るわけでございまして、一番西側の約500平方メートルの土地に対しまして、今から２年前

に大字柿本区に吸収源の公園事業の話をさせていただいております。その中で、先ほど、白

石委員ご指摘のように、地元の反対等もあったわけでございます。しかしながら、あの土地

に関しましては、まだ葛城市土地開発公社の所有の土地でございますので、やはり国庫事業

に乗っての買い戻しという計画も持っております。 

 先日、柿本区に再度お邪魔いたしまして、公園の整備の件について、今、話をさせていた

だいております。吸収源につきましても、平成29年度が事業完了になるわけでございますの

で、それまでにやはり地元の理解を得ながら公園整備をしていきたいというように思ってお

るわけでございます。その中で、確かに、あそこにとまっている台数分が当然今度はとめら

れなくなるわけでございますので、その辺につきまして、今年平成28年に予算を組ませてい

ただいて、平成29年も再度予算計上をお願いしながら、先ほどは通路部分という話をさせて

もらっておったわけでございますが、後はまた砕石になりますが、そういう整理も十分しな

がら、台数確保にも努めてまいりたいというように思っているわけでございます。 

 以上でございます。 

朝岡委員長 吉川人事課長。 

吉川人事課長 人事課の吉川でございます。 

 旅費の件でございますけども、人事課から要求しております旅費でございますけども、こ

れは、前年と同額の343万4,000円でございまして、ほかに7,000円増額になっておりますけ

ども、これは総務財政課の方で計上している部分でございます。 

 以上でございます。 



 

－18－ 

朝岡委員長 安川総務財政課長。 

安川総務財政課長 総務財政課長の安川でございます。よろしくお願いいたします。 

 今、人事課長から説明がありましたように、この旅費のうち7,000円相当分は総務財政課

で計上していまして、今回、予算にも上げております新公会計、これに伴う研修会等への職

員の旅費、大阪等への旅費を今回計上しております。 

 以上でございます。 

朝岡委員長 白石委員。 

白石委員 旅費についてであります。市長は、東京やその他の都市へ出張し、総務省や文科省、国交

省などを初め、その地元代議士等に対する陳情を旺盛になされているわけであります。今は

交代されましたけど、青年市長会の会長として、そういう旅費が多く出てきているという状

況であります。 

 これらは、やはり地方自治体の長として本当に相当な金額なのかということは、私は今後

ともやっぱり検証されていかなきゃならない問題だというふうに思います。先ほど来、研修

の問題でも私は述べました。やっぱり、何よりも地方自治体の役割というのは、住民福祉の

増進を図ることなんですね。これが基本なんです。やはり、しっかりと地方自治体、いわゆ

る葛城市に腰を据えていただいて、新市の建設計画の事業、これからやられる新規事業、そ

ういうことのために職員の先頭に立って、やっぱりともに汗を流し、 咤激励をし、事業を

やり上げていく、こういう姿勢が職員の心を動かし、職員をその気にさせる大事なことだと

いうふうに私は思います。 

 確かに、300万円、400万円で何億円という補助金をもらってくる、そういうメリットはあ

るかもわからない。しかし、私は、これは法の憲法や地方自治法や地方財政法や地方交付税

法や、諸法に基づいて運営されている地方公共団体の本来の姿ではない。国との関係におい

ても、県との関係においても、やはり対等の立場でそれぞれがそれぞれの役割を果たしてい

く、それぞれが助け合っていくということが私は大事なことだというふうに思っています。

そういうことを、旅費の中から読み取って、一言申し上げておきたいというふうに思います。 

 それから、駐車場のことですが、吸収源、これは補助の採択の条件として、やはり柿本、

そして忍海、これらが整備されることが必要だというふうに、当初、吸収源対策公園緑地整

備事業が提案されたときに、そのように説明を受けてまいりました。そういうことですね。

ですから、これは必ずやらにゃいかん事業です。そしたら、500平方メートル分、これはも

う減ることは間違いないわけで、その分どうするのかということになるわけで、やはり、だ

からといって、副市長が先ほど、平成28年、そして29年度もそれに対応する予算を計上して

いきたいと、こういうことでありますので、遺憾のない対応を求めておきたいというふうに

思います。 

 以上です。 

朝岡委員長 ほかに質疑はございませんか。 

 川村委員。 

川村委員 まず、１つ、関連でもう１点だけ確認をさせていただきたいと思います。 
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 先ほど来、人事に関しましての職員研修、私も私なりの考えがちょっとあります。先ほど、

ちょっと市長の方からもご答弁がありましたけれども、先ほど、住民福祉の増大というのが

公務として最大の目標だというような、その考え方は非常に私も納得するところでございま

すけれども、今、いろんな情報社会の中で、非常にこの葛城市の抱えているいろいろな事業

が、広く見聞を広げていかないと、なかなかその情報とか知識とかというところに追いつか

ない。この現状の中で、やはりできるだけ多くの職員の方に、新しいその研修システムとい

うのは、民間のそういうやり方にのっとるという考え方は、やはりいろんな先進地の事例等

も入ってくるわけで、これからこういう１つの研修の中で最大の効果を出す方法というのは、

やはりかなり研究された中でされているんだと思っているんですけれども、市長が他市町村

の交流を交えて、当然、各市町村のそういう人事の増大というか、その人事の質の向上とい

うことに対していろいろとお話をお聞きになっていらっしゃると思うんですけれども、もち

ろん、庁舎内でいろんな人との交流の中で高めていく質の向上というのは当然あると思うん

ですけども、市長が、外で、市町村でやはりこういういい成果を上げているよというような、

そういう事例を聞かれているんでしたら、ぜひ今回のこの研修事業にかかわって、こういう

方法でやっていきたいと実は考えているというようなことがあれば、ちょっとお聞かせいた

だきたいんですけれども。 

朝岡委員長 山下市長。 

山下市長 人材の研修というのは非常に難しいところだと思います。私も、先ほどからの白石委員と

のやり取りも含めてですけれども、民間企業というのはやはり利益を求めていく、しかし、

行政というのは民間企業で言うところの不採算部門というのも抱えながらやっていかなけれ

ばならない。目指しているのは、住民福祉の増進というものを目指してやっていく。そこに

は、職員のモチベーションになるもの、地域を愛し、そこに住んでおられる方を愛し、その

人たちの幸福を願いながら、どのような立場でお手伝いができるのかということを考え抜い

て動いていくことだと思います。そこは、何ら白石委員も、またほかの委員とも齟齬はない

というふうに思っております。 

 ただ、大字懇談会等回りながらでも、ある地域からは、ＩＳＯの取得をしたらどうだとか

いうお話を聞いたり、地方自治体の中でもＩＳＯの取得をしておられる、職場環境をよくし

ていく、それで効率よく行政を運営をしておられる自治体というのも少なからず存在をする

わけでございますし、例えば、青年市長会のこれは同士でございますけれども、富山県の氷

見市、昨年、これは厚生文教常任委員会でもともに私も一緒に訪問をさせていただいて、氷

見市の方に寄せていただきました。あそこは、古い体育館を庁舎に改造されて、あっちこっ

ちにあったものを１つにまとめられて、そこで１階、２階で市役所を運営されていましたけ

れども、あそこは人材育成に数千万円のお金をかけておられるわけです。とてもとても我々

が考え及ばないぐらいの額を、職員１人当たり何十万円というお金を、民間企業やそういう

団体に対して研修費を投資をされている。 

 あそこの市長の考え方というのは、人材こそうちの町の宝だというふうにおっしゃって、

単費で物すごい額のお金をつけておられるんですけども、そうは言いながらも、限られた財
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源の中でございますから、できる限りの形の中で、職員の皆さんにいろんなことを知ってい

ただく機会をつくること、また今までのやり方が間違っていたとは言わないけれども、こう

いうやり方の方が効率よくできるんだよということをサジェスチョンをしてあげることによ

って、こういうやり方をすると、今までかかっていた時間よりも、例えば１日の仕事の中で

３、40分早めてできるわということがあれば、その積み重ねによって自分が使う時間が効率

化される。また、ほかのところに目が行き届くことになるわけです。知っているか知らない

か、やるかやらないかの入り口は、知っているか知らないかだと思います。 

 そういうことを、やはり研修として体系的に、言葉だけで伝えていくというのは、一見簡

単そうに見えて、行動が変わらなければ意味がありませんので、体系的に順序立てて伝えて

いくノウハウがないと、人に物事というのは伝わっていかないと思います。私を含めて、葛

城市の人事課の中にはそのノウハウがないわけですから、民間企業の皆さん方のお知恵をか

りて、そのノウハウを入れさせていただいて、体系的に職員の皆さんがより効率的に仕事が

進められるような状況をつくる、考えるきっかけをつくっていくことこそが大事だと思って

おります。だから、そういうところを他の自治体や企業の手法を取り入れさせていただくと

いうことにおいて、今回の研修を考えさせていただいておるということでございます。 

朝岡委員長 川村委員。 

川村委員 ありがとうございました。私も氷見市の方に、白石委員と一緒に行かせていただいて、本

当に人事研修というやり方が非常に積極的だったことを思い出しておりますが、やはり、今、

市長が言われたように、私もこの間、一般質問で地域包括ケアシステムという、ああいう計

画、これから構築していくスケジュールを、どういうやり方でやっていくのがいいのかとい

うマネジメントするということを、これからは盛りだくさんにいろんな部署で出てくると思

います。だから、他市町村でこういうやり方が非常にいい成果があるというようなことを大

いに参考にしていただく分でも、やはりそういった市長自身がいろんな民間のお知恵、そし

て市町村のお知恵をかりて、やっぱり前向きにやっていただくことは必ず成果があると思っ

ています。今まで、職員が積み上げられてきたことと、さっきもおっしゃっておられました。

もう当然大事なことだと思いますけれども、今の世の中はそれだけでは絶対だめだというふ

うに私も考えます。取りあえず、新しい情報をまず知るということ、そこからまず頑張って

いただいて、今回この研修事業を、より成果が、次の予算特別委員会、決算特別委員会とか

でいい成果があったというような、なかなかどういう成果があったと言いにくいかもしれま

せんけれども、リーダーシップをつくっていく体制をまずつくっていただきたいというふう

に私は思います。それによって、各部署が、やはり計画を無事に遂行していくためのノウハ

ウというものがきっちりつけていただけるんじゃないのかなというふうに、私は常々思って

おりますので、また新しいやり方を真似て、公務員は公務員の資質を大事にしながら一生懸

命やっていただきたいというふうに思っておりますので、関連ですけども、先にそれを言わ

せていただきます。 

 続いて質問してよろしいですか。 

朝岡委員長 どうぞ。 
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川村委員 それでは、35ページの２款総務費の中の同じく一般管理費の中の一番上の法律相談業務等

委託料、これは去年と金額的には同じなんですけれども、いつも減っているような状況もな

く、このまま同じような予算になっていますので、この実績というのはきっちりあるのだな

と思わせていただいていますので、この相談の件数とか内容について説明していただきたい

と思います。 

 それから、もう１点は、次の36ページの２目文書広報費の中の11節需用費の印刷製本代、

これが金額がふえております。多分、１万4,300世帯ですね。その世帯数はそのままなんで

すが、ふえた理由というのをお聞かせいただきたいと思います。 

 まず、じゃあ２点、お願いします。 

朝岡委員長 岩永企画政策課長。 

岩永企画政策課長 企画政策課の岩永でございます。よろしくお願いいたします。 

 まず、無料弁護士相談についてでございます。毎年同じ金額、95万400円計上させていた

だいております。内容につきましては、月２回、新庄庁舎第３木曜日、當麻庁舎の方が第４

木曜日、時間が午後１時から午後４時、１人20分枠で１日９人ということになっております。

年間216の枠がございます。 

 件数と実績でございますが、おっしゃるとおり、平成26年度が168名、新庄庁舎で90名、

當麻庁舎の方で78名、相談率が77.8％。今年は中間的な２月末現在ですけども、現在、160

名、新庄が85名、當麻75名、今の枠でいきますと80.8％ということで、大体80％前後のよう

な状態でございます。この無料弁護士相談につきましては、実際にこれ80％とかと、今、言

っていますけども、申し込みのときには結構埋まるという形で、予約は埋まって、実際にお

断りする分も途中ではございます。ただし、もう本当に近々でキャンセルされるという例も

ございます。それでちょっと率の方が80％前後という形にはなっております。 

 相談の内容ではございますが、ちょっとこれは個人情報になるんですけども、弁護士会か

ら聞いている報告によりますと、家事事件、離婚とか相続とか、そういう家事事件の方が多

いというふうに聞いております。弁護士相談は、以上でございます。 

 それから、印刷製本費、ちょっと600万円ぐらい上がっているという件でございます。こ

ちら、まず１つ目の要因としては、ページ数の増、２ページ去年よりふやすというのと、単

価、１ページ当たり1.67円から1.7円で計上しております。これによって、若干の増となっ

ております。 

 それから、大きく違う２つ目でございますが、作業、ＤＴＰと申しますけれども、印刷会

社に外注するための費用、こちらを計上いたしております。ＤＴＰは、現在、担当者職員の

技量に任されているところでございます。人事異動によりレベルが下がる等のことも考慮し

ますと、安定した発行を目指すためには、この部分の作業というのを外注するというのが一

番いいであろうということで、今回、この部分を増額させていただきました。近隣市町村に

おいても、突然この担当者がおやめになれて、急きょこのＤＴＰを計上されたという例もご

ざいました。 

 そのＤＴＰの内容でございますけども、コンピューターによる紙面デザインのレイアウト
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作成、それから版下までの作業、こちらをしていただくということで、原稿ができ上がった

段階で、うちの方から担当者と企画政策課で内容をチェックさせていただいて、その後、印

刷の方に出させていただくという手順で、今回進めさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

朝岡委員長 川村委員。 

川村委員 ありがとうございました。まず、法律相談、ほとんど申し込み段階でいっぱいな状態にな

るということは、市民の皆さんにも喜んでいただいていることやなと思っているんですけど

も、例えばもうこの枠がいっぱいになれば広域でこういう相談窓口がまた別にあるのかどう

か聞かせていただきたい。 

 それから、先ほどの印刷製本費のアップの中に、ＤＴＰ、これは粗方職員が何かその紙面

をおおまかなところは編集しておく技術ができないから、これも含めて出すというようなこ

となんでしょうかね。ちょっと、もう一度だけ説明していただけますか。 

朝岡委員長 もう少し詳しく、岩永企画政策課長。 

岩永企画政策課長 広域の件でございます。同じく、一般管理費の負担金補助及び交付金の中南和法

律相談センター負担金、こちらの方は、35万8,000円、今年計上しております。こちらの方

が、広域的な相談場所となっております。こちらの方が、今年若干上がっているのは、人口

割の方が葛城市はふえているので、その分、増額となっています。 

 こちらの方、相談場所はもう各市町村ばらばらで、合計30の市町村が加盟しておりまして、

相談箇所が23カ所ございます。平成27年度は、葛城市は１つも相談場所がなかったんですけ

ども、歴代の課長が一生懸命お願いしたおかげで、平成28年度から第２木曜日に対しまして、

葛城市で月１回開催されることになりました。やはり、近くに相談場所があるということで、

今後、こちらの方の利用もふえてくると考えております。 

 ＤＴＰでございます。今までは、職員がコンピューターを操作しまして、もうほとんど、

広報の紙面全部をつくっておりました。もう印刷屋と同等の仕事をやっていたということに

なります。それが、担当者１名で今やっておりますので、いなくなったときに、やっぱりそ

こまでの技術というのはすぐに伝授することは難しいということもございます。現在、葛城

市の広報の担当者は１名で対応しておりますので、仕事にどうしても特化してしまうという

ところがございまして、やっぱり有給休暇の消化率とかも極めてこの担当者だけが悪いとか

いう形になっています。だから、それもやっぱり解消しなければなりませんし、残業の時間

の平準化も考えますと、誰でもできる範囲の仕事にしなければなりません。やはり特化する

仕事というのは、外注した方が安定して仕事ができるであろうということで、その部分を予

算化させていただきました。 

 以上でございます。 

朝岡委員長 山下市長。 

山下市長 少しだけフォローさせていただくと、今、凸版印刷の方がいらしていただいているんです

けども、うちの広報の作業を見てびっくりされて、こういうのはプロのやる仕事だと、そこ

まで職員が入ってやっているというのは、それはそれでうちとしてはありがたいんだけれど
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も、１人の人間に特化してやってしまうということは、他の人間に入れかえることができな

いということもあるし、やはりもう少し多様な形で、その人も育てていくというのも含めて

考えていくべきであろうと。その作業を印刷会社にお任せすることによって、職員の１人当

たりの仕事量というのがかなり大幅に減りますから、その他の仕事に当たってもらいないが

ら、広報のあり方そのものも考えていけるような状況になるだろうということで、こういう

形にさせていただいたという。 

朝岡委員長 生野副市長。 

生野副市長 今、市長は凸版の方からご指導を受けたということでございますが、ただし、この印刷

物に関しましては、市内の中でそういう校正等ができる市内業者に発注をすることにいたし

ますので、ちょっと市長の答弁が漏れましたので、私の方から補足させていただきます。 

朝岡委員長 川村委員。 

川村委員 ありがとうございます。法律相談、今年度からこういう形で１つでも窓口が広くなって、

これだけでもなかなか抱えきれてなくて、例えば、女性相談とか、また違う枠での相談の項

目が広がったりしている時代ですので、この時期だけ市民の皆さんには、こういう窓口、放

送もよく言っていただいていますので、皆おわかりかと、周知はされていると思いますけれ

ども、法律相談の方は、皆さんにぜひとも専門的な分野ですので広く周知していただきます

ように、さらにまた努力していただきたいと思います。ありがとうございます。 

 それから、今の印刷製本、ここまでの技術職の方が今までいらっしゃったんだなというと

ころに、まずその成果を、今までしていただいた方にやっぱり頑張っていただいたというこ

とで評価もさせていただきたいとともに、実際に外注に出すとこれぐらい上がっていくもん

だという、技術職に近いような人員の整理というか調整をしていただいたということで、い

たし方ないということで、納得させていただきました。 

朝岡委員長 暫時休憩いたします。 

      休 憩 午後２時３１分 

      再 開 午後２時４５分 

朝岡委員長 それでは、休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 質疑に入ります。質疑はほかにございませんか。 

 西川委員。 

西川朗委員 48ページを開いていただきたい。２款総務費の２目、選挙啓発費についてのこの２万円

の記念品についてのご説明をお願いいたします。それと、３目の参議院選挙費、８節報償費、

ポスター掲示設置謝礼７万6,000円。このポスター設置の謝礼が、民間のところへ設置され

ているのか、その辺の詳しい内容をお願いします。３点目は、委託料の中で、ポスター掲示

場設置撤去等委託料、これは市長及び補欠選挙にもございますけども、市長選になれば、そ

のポスター設置の看板等も大きくなったりとか、そういう内容もございますので、その辺の

設置箇所並びにそのポスターはどのようなポスターであるか、並びに設置をしてくれる業者

の委託をどのようにされているかというとこら辺の説明をよろしくお願いいたします。 

朝岡委員長 安川総務財政課長。 
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安川総務財政課長 総務財政課の安川でございます。よろしくお願いいたします。 

 まず、１番目のご質問でございます。選挙啓発に係るポスターの参加記念品ということで

ございます。毎年、小中学生を対象に、ポスターの募集をかけまして、それの参加者に対す

る記念品を、ここでお支払いする予定をしておるものでございます。平成27年度につきまし

ては、一応三色ボールペンでカラーのセットものを記念品としてお渡しさせていただいてお

りますので、平成28年度におきましても同等のもので検討した上、お渡しさせていただきた

いと考えております。 

 それと、ポスターの設置場所についてでございますが、市内におきまして38カ所、１カ所

当たり2,000円の設置謝礼ということでの計上で、合わせまして、今回７万6,000円の計上と

なっております。これにつきましては、市長及び補欠選挙につきましても同額ということで、

その７万6,000円を計上しておるものでございます。 

 それと、委託料の中で、ポスター掲示場の取りつけ及び撤去、設置並びに最終の撤去費用

に係る分でございますが、これにつきましては、市内の171カ所、こちら市内各所にわたり

ますので広範囲にわたるわけでございますが、これにつきまして、設置に係る分並びに撤去

に係る分の費用をこの中で見込んだものが263万5,000円ということでございます。 

 それと、市長選につきましても、同じ箇所数になるわけでございますが、枚数が市長選と

参議院選挙の場合は、その枚数によって面積部分が変わってきますので、その増額分で、こ

こで上がっております263万円に対しまして、市長選につきましては400万円の計上となって

おるものでございます。まだ、この執行に関しましては、指名願いの挙がっております業者

に入札で今のところは考えております。 

 以上でございます。 

朝岡委員長 西川委員。 

西川朗委員 ありがとうございます。まず、啓発に対しては、小学生、中学生の記念品ということで、

これは記念品はその都度都度によって変わるわけですね。選挙があるたびに、小学校、中学

校に対しての啓発経費ということで、今後とも２万円は計上されるということですね。 

 次に、ポスターの謝礼の件ですけど、38カ所、2,000円ということで、今回、私これ見て

初めてわかりました。実際は171カ所あり、そのうちの38カ所が民有地に設置するので１カ

所2,000円という謝礼になっている。これは、参議院であろうが市長選挙でも同じ計上とい

うことは、同じ場所で設置する要領であると思いますので、わかりました。 

 第３番目のポスター掲示そして撤去に対しての委託料、この内容も、市長選挙には補欠選

があるから、その枚数が少しふえるということでの計上をされていると。それに対する委託

に対しては入札と、健全なやり方だと思いますので、今後ともよろしくお願いします。 

 以上です。 

朝岡委員長 安川総務財政課長。 

安川総務財政課長 先ほどの中で、選挙啓発に係りますポスター、これにつきましては選挙のある時

期だけにとどまらず、毎年度募集をかけまして、県の方に出展しまして、その中で優秀作品

等々出るわけでございますが、これにつきましては、選挙の有無にかかわらないということ
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でのご了承でお願いいたしたいと思います。 

西川朗委員 わかりました。 

朝岡委員長 よろしいですか。ほかに質疑はございませんか。 

 岡本委員。 

岡本委員 人件費について、まずお尋ねしてみたいと思います。当初予算、平成27年度と平成28年度

を比較しますと、7,645万円ほど増になっておるということ。それから、職員の数が前年度

301人、平成28年度が306人になっている。そういうことで、今現在の職員の定数条例、424

人。例えば私の記憶どおりとしたら、今のこの中で、約118人ほど、人数的に減額になって

きているということになっているわけですね。 

 毎年、私、聞くわけですけども、確かに、職員はこれだけ減ってきている。ところが、こ

れ以外に、嘱託、パートが非常に多い。いわゆる、嘱託何人、パート何人、今年の人件費で

見込んでおるんかということですね。合併をして、いわゆる職員を減らすというたら言葉は

悪いかわからんけども、それが１つの目的であったと。職員は減ってきているけども、嘱託、

パートはそんなに減ってない。両方足したら500人弱ぐらいの人数になるんやないかなと。

毎年同じことを言うとるわけやけども、その時点で、今、市長からいろいろ言われるように、

職員研修もやっているということです。職員も減らせるものは減らしていく。今、いろんな

答弁の中で、家庭のこともこれは大事。私は古い人間ですので、仕事が大事か家庭が大事か

ということも、これは言葉が古い。私が間違うたことを言っているかわからへんけども、そ

ういうことを考えてやっていかないと、確かに家庭サービスも大事やと思います。しかし、

給料をいただいて仕事をしている以上、口で住民の福祉ということを言うわけやけど、いろ

んな事業をこなしていく、それをやっていったら、到底、残業すべきところは残業せないか

ん、できるだけ残業しないようにということもわかります。ところが、そればっかりやっと

ったら、なかなか人数が、減っていってないのと違うかなというふうに思います。そこらも

ちょっと踏まえて、人件費、毎年同じことを聞いて悪いけど、何でこれはふえていくんかと

いうことをお聞きしたい。 

 それと、その次の、一般管理費34ページの役務費です。新規採用職員の健康診断手数料、

これの人数と、平成28年の職員採用、何人されるんか、これも一緒にお聞きをしたい。 

 それと、もう１点、今、36ページ、需用費の文書広報費、印刷製本費は、前年度の約倍ぐ

らいになっています。今、答弁の中では、いわゆる広報の担当者がもし異動で変わった場合

になかなか対応できない面もあるので、業者委託しますよという話をされたようにも思いま

す。広報は、以前から、ずっとその各市独自の広報をつくってこられた。こういう経緯もあ

る。今でも、全国、奈良県品評会があって、職員もそういう内容的なことを競い合うという

か、そういうことをして、やっぱり自分のまちのＰＲをやっていく、これが一番大事な広報

の仕事ではないんかなと。業者に任すのもいいかわからんけども、それと、職員の仕事とい

うのは１人で仕事をするんじゃなしに、正副で仕事をしているはずや。だから、もしその正

でやっている人が病気で倒れたら、必ず副がおるはずや。どの課でも、そういう配置の仕方

をしてある。だから、私はそうではないんかなと。それと、いわゆるこの広報に、職員にい
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わゆる重荷をかけるというんか、非常に仕事が多い。ですから、私は横文字が弱いのでよく

わからんけど、このコンピューターというんか、今、マッキントッシュというんか、そうい

う機械も入れて、いわゆる市である程度のレイアウトもできるという機械も入れてやってき

ている。せやから、楽しているとは言わへんけども、そういう機械も入れながら、市独自の

広報をつくっていく、これが１つの狙いと違うんかいな。それを業者に委託をする。本当に

いいのかどうかということを私は疑問に思うから、聞かせてもらいたい。 

朝岡委員長 吉川人事課長。 

吉川人事課長 人事課の吉川でございます。 

 まず、人件費のご質問でございますけども、岡本委員おっしゃっていただきましたのは、

予算案の概要の人件費の増減をおっしゃっていただいたと思いますけども、これにつきまし

ては、委員会等の委員の報酬とか、いろんなもんが含まれておりますので、私の方からは、

給与費明細の増減についてご説明させていただきます。一般職の職員の給与の増減でござい

ますけども、4,494万9,000円の増となっております。その内訳といたしまして、給料では、

マイナス835万5,000円ということで、その内訳といたしましては、給与改定で473万円の増、

そして昇給に伴う増ということで、741万5,000円、採用退職による増減でございますけども、

採用による増が5,344万4,000円、退職等による減が7,546万円ということで、あと、異動に

よる増で151万2,000円ということで、給料に関しましては一般会計では、835万5,000円の減

となっております。手当につきましては、5,198万7,000円の増ということで、今回行いまし

た給与改定による増が3,280万1,000円、その他の増減ということで、1,918万1,000円の増と

いうことになっております。これが、人件費の増減の内容でございます。 

 次に、職員数の件でございますけども、現在の職員数は、職員が297名、そして再任用の

方が８名ということで、一般職で305人ということになっております。そこに嘱託が81人、

アルバイトにつきましては、現状は水道も含めまして常勤的なアルバイトが103名、短時間

のアルバイトが35名ということでございます。 

 職員の定数でございますけども、定数条例では、市長の事務局が287人、議会の事務局の

職員が８人、教育委員会の事務局の職員が100人、農業委員会の事務局の職員が２人、選挙

管理委員会の事務局の職員が３人、監査委員の事務局の職員が２人、公平委員会の事務局の

職員が２人、水道の事務局の職員が20人ということで、全体で404人という定数でございま

す。 

 これまでの職員数の推移でございますけども、合併当時、平成16年10月１日では、職員数

が379名おりました。それが、平成27年４月１日現在で302人ということで、全体として77人

減っているところでございます。今後の定数の関係でございますけども、平成26年度に今後

10年間の定員計画ということで作成させていただきました。平成26年度の職員をベースとし

て、職員と再任用、それから再任用後の嘱託員を合わせました312人という職員数をベース

に、今後10年間、平成36年度までの定員計画を作成しているところでございます。その内容

といたしましては、平成32年度までは増員となりますけども、最終的に平成36年度で26年度

の数字に戻すという計画で、今現在、進行しているところでございます。 
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 それから、役務費の件でございます。新規採用職員の健康診断の手数料として15万1,000

円、来年度、平成28年度計上しておりますが、これは13人の職員の採用に係る部分を計上し

ているものでございます。 

 以上でございます。 

朝岡委員長 岩永課長。 

岩永企画政策課長 広報の件でございます。特色が出ないのではないかとかいうお話でございますけ

ども、実際に、記事自身は職員の方で集め、なおかつ写真も職員の方で集めさせていただき

ます。それが、特集記事とかの方にも力を入れることが可能になるのではないかというふう

にも考えておりますので、特色が出ないということはないと考えております。委託というの

は、あくまでも作業部分であって、内容はこちらの方、市役所の方で考えて企画させていた

だくということで、葛城市の特色が出るのではないかと考えております。 

 それから、副担当がおるのではないかということでございますけども、確かに、この４月

に副担当を充てました。ただ、やはり副担当でありながら、やっぱり主担当もやっておりま

す。その中で、やはり先ほど言ったように、印刷会社がやるような特化した部分を、そうい

う短期間で習得することは無理であったというのが現実でございます。 

 以上でございます。 

朝岡委員長 岡本委員。 

岡本委員 今、吉川課長から、人事のことで説明していただきました。私は、簡単にばっかり言った

らいかんわけやけど、トータルすると、やっぱり490人ほどに数字がなってくる。そうなっ

てきたら、毎年職員は減ってきているけども、全体トータルからいったら１つも減ってない。

その年によっては490人になっているけど、500人のときもあるし、少ないときでも480人ぐ

らいのときもあった。それで、今、職員に非常に肩の荷がかかっておるというんか、非常に

仕事が多く負担がかかっておるということを言われているわけやけども、もうちょっと工夫

できへんかなと。あんまり言うと、職員にまた嫌われてまた電話いただきますので、あんま

り嫌うことは言われへんと思うわけやけども、やっぱりその、今、市長がおっしゃっている、

やっぱり研修を通じて行ったら、人ばっかり減らすというんやないわけやけども、やっぱり

合併をして、何が効果というたら、やっぱりそれだけ職員数が減っていく、これも１つの合

併の特徴やと思います。 

 ところが、ほとんど職員としては、一般職は減っとるかわからへんけども、トータル足し

ていったら減ってないというのが実態やから、その辺はやっぱりやっていただきたいのと、

それは今言ったら怒られるけども、育休の問題とか、産休もいろいろあるわけやけど、やっ

ぱりその子どもさんがいつできるかこれは把握できへんこともよくわかるわけやけども、例

えば途中でなったときは、お互いにひとつは助け合いをするとか、それが半年になるんか三

月になるんか、年度が変わったら、これは育休も入っていくわけやから、当然、３年間育休

はとれるわけやから、人事配置はしていかないかんというふうに思うわけやけど、今、見と

ったら、即、パートを入れたりしているのと違うかなと。やっぱり役場の職員にパートで来

てもらって、「はい、すぐにできますよ」と、それはそういう職場もあるのかわからんけど



 

－28－ 

も、なかなかそういう仕事は少ないんじゃないかなというふうに思う。そやから、悪う言っ

たら、人数合わせした面もあるのと違うんかなということもあるので、できたら、お互いに

助け合いできるんなら助け合いをするとか、やっぱりそういう気持ちでやってもらいたいと

いうふうに思うのと、それから、今、広報の関係で、いわゆるそういう記事は内容的に落ち

てこないということも今おっしゃっているわけやけど、やっぱり当初、そういう機械を入れ

たときには、先ほど言ったように、職員に負担をかけない、負担をかけないと言ったらおか

しいけど、できるだけ少なくするということでスタートしているわけやから、それは今、市

長がいつもおっしゃるように、行政ができるものは行政でしていく、委託するものは委託す

る、国の方も一時はそうやかましゅう言ってきたけども、最近それも少なくなったのと違う

んかと思うのと、委託に出すのが、本当に費用の面を考えたときに、それが本当にいいのか。 

 例えば、こんなことを言ったらいかんけども、今まで職員に負担がかかったんか知らんけ

ども、そのまま行っていたら、少ない金額で600万円ほどですか。これが、ざっと言ったら

倍になるわけや。そんだけお金もようけ要るわけ。補助金も何もない。県の方の配分の金が

来るけども、それは１件当たり1,000円も出して、言ったら広報に各大字がお金を払うてる

わけやから、全然入ってこない。全部税金で賄うていかなあかんと。そやから、やっぱり予

算計上、予算化をしているわけやけど、その辺もよう考えてやってもらいたいというふうに

思います。もう答弁は結構です。 

朝岡委員長 ほかに質疑はございませんか。 

 吉村委員。 

吉村委員 それでは、36ページの財産管理の方のファシリティマネジメントのことですけれども、以

前から一般質問でも言っています、當麻庁舎の耐震を含めて今後どうするかということで、

過去３年間でその策定計画も終了しています。その結果がどうなったのかお聞きしたいと思

います。 

 それと、15節工事請負費2,500万円の内容、それと、飛びますけれども40ページの自治振

興費の中の公共バスについてなんですけれども、２月15日から新しいルートになったわけで

すけど、これはちょっと課長に一度お伺いしたんですけれども、皆さん、病院に行きたいと

いうことで、市民病院にまで導入してもらっていますけれども、市民の声の中には、済生会

がすごく多いんです。「済生会はなぜ行ってくれないんだ」という話もありますので、その

点について、ちょっとお答えいただきたいと思います。 

朝岡委員長 安川総務財政課長。 

安川総務財政課長 総務財政課の安川でございます。 

 まず１番目のご質問でありました、公共施設のマネジメントの関係でございます。３年間

ということで、これまでの状況等を簡単にご説明だけさせていただきたいと思います。平成

25年度から始めたわけでございますが、その年度につきましては、市有財産の現状把握とい

うことで、基礎的情報と言われます名称、施設所在地、竣工年月日等々、あるいはコスト情

報としまして、その施設に係る高熱水費等の内容を把握してきたわけでございます。 

 また、平成26年度でございますが、県の中長期的な保全計画策定システムに対応できるよ
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うに、市内の140施設のうち、81施設を中身を調査した内容を入力して、ライフサイクルコ

ストと呼ばれます長期的な経費を算出したものでございます。 

 それと、今年度、平成27年度に入りまして、これまで検討委員会等々重ねていただいた中

ではあるんですが、内容といたしましては、これも委託の中で類似施設等の状況、あるいは

各施設ごとにおきます施設評価、経年状況であったり、これまで調べた経費、あるいは位置

情報等々の観点からいろいろ整理してきたところでございます。 

 ただし、その中で、モデルプラン的には當麻庁舎等の検討も含めておるわけでございます

が、最終、今月30日にＦＭ検討委員会の会議を予定しておりまして、そこで集約する結果を

もって、基本計画というのを策定しておりますので、またその中で最終の報告をさせていた

だけたらと思いますので、よろしくお願いいたしておきます。 

 それと、もう１点、財産管理におけます工事請負費でございます。これにつきましては、

今回、新庄の給食センターでございますが、新しい給食センターができまして、行政財産と

しての用途がなくなりまして、平成27年度におきまして普通財産に変わったものでございま

す。今回、この工事につきましては、以前より計画のありました中道・諸鍬線、建設課の事

業でございますが、これに係る道路拡幅の中で、そのエリアに入るということでの解体工事、

これを今回2,500万円計上させていただいておるところでございます。建物につきましては、

昭和62年建築で、Ｓ造の２階建て、延べ750平方メートル余りの棟でございまして、今回、

その解体ということでご理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

朝岡委員長 岩永課長。 

岩永企画政策課長 公共バスの件で、済生会病院へ行く要望ということでございます。まず、その話

をするためには、まず大和高田市の市立病院に乗り入れた経緯からお話しさせていただきた

いと思います。 

 こちらの方は、この再編によりまして、當麻新庄線が廃止になりました。廃止になること

によって、民間の路線も全ての路線が大和高田市立病院には行かなくなるということで、何

としてでもその確保が必要であるというのと、まずアンケート調査をさせていただいた結果、

大和高田市立病院が一番希望が多かったという面がございます。コミュニティバスというカ

テゴリーの中で市外を走るというのは特別な行為ということになりますので、当然、大和高

田市立病院に行くに当たっては、大和高田市の法定協議会の方に申し入れをさせていただい

て許可を得ている状態でございます。なおかつ、市民病院に関しては産科がございます。産

科がございまして、出生数、葛城市内の出生数でございますけども、平均37％が市民病院を

利用されておられます。多いときであれば、月の半数、50％利用されているときもございま

す。その面で、市民病院は今回乗り入れすることになりました。 

 それから、済生会御所病院でございますが、こちらの方は希望は確かにございましたが、

市立病院よりは少なかったという面もございます。それと、一番ネックになっているところ

でございますが、先ほど言いましたように、済生会病院までには奈良交通の既存路線がござ

います。それを市外に向けて葛城市のコミュニティバスを乗り入れるということは、民への
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圧迫ということにもなると思います。その面では非常に厳しいかと思うところでございます。 

 いろんなお話は、確かに２月15日過ぎてからでも、いろいろなところに乗り入れてほしい

という要望は聞いておりますので、次回、道の駅に乗り入れるときに、いろいろ精査してま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

朝岡委員長 吉村委員。 

吉村委員 ファシリティマネジメントです。これは、今月最終の委員会ということですけれども、そ

の部分、この上にある検討委員会の委員の報償費が入っていますね。まだ委員会は続くとい

うことですね。そしたら、この結果を受けて、今後いつごろにその結果が出るのか、はっき

りした順番とかあるでしょうけれども、こうしていきますよと、これが次の公共施設の総合

管理計画策定の委託料に関連するのかなというふうに思うんですけれども、その辺、ちょっ

とお伺いしておきたいと思います。 

 それと、給食センターの解体ということは、そしたら中道・諸鍬線がこれから本格的にと

いうことになるんでしょうか。 

 それから、病院のことなんですけど、アンケートでは少なかったという話で、私は割と

「市民病院へ行って、何で済生会は」と、たくさん聞くので質問させていただいたわけで、

今度、道の駅のときに、またその検討の中に入れといていただきたいというふうに思います。 

朝岡委員長 安川課長。 

安川総務財政課長 総務財政課の安川でございます。 

 まず１問目のファシリティマネジメント検討委員会ということで、平成28年度におきまし

て、あと２回予算を組ませていただいています。この内容につきましては、一応、今年度で

３年間の終結を迎えるわけでございますが、その関連のまた会議を持たせていただくことが

あるかもわかりませんのと、先ほどおっしゃったように、委託料の中で公共施設等総合管理

計画策定業務、これにつきましては、建物のみならずインフラということでございまして、

道路、橋りょう、あるいは公園、上下水道、そういったインフラ設備も含めた管理計画を平

成28年度中につくるということでございますので、そういった関連もケース的にはございま

すので、その予算として、一応２回程度ここで挙げさせていただいているということでござ

います。 

 以上でございます。 

朝岡委員長 生野副市長。 

生野副市長 給食センターの取り壊しについてでございます。これにつきましては、国庫事業であり

ます社会資本道路改良交付金事業で取り壊すわけでございますが、今回、取り壊しまして、

あとの交差点部分につきましては、交差点の処理の工事は行う予定をいたしておるわけでご

ざいますが、何分、中道・諸鍬線につきましては、まだ未買収のところもございます。そし

て、学校の校舎等の件もございますので、それにつきましては、今後、検討してまいるとい

うことでございます。 

朝岡委員長 山下市長。 
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山下市長 全体の見直しをこの３カ年でしていただいたわけでございます。今後、どういうふうに総

量を減らしていくべきなのかということは、全体的に130施設、300棟、その中で、今回我々

が見ていくべきものとして、大体200棟ぐらいの建物について、どうしていくべきなのかと

いうことを見ていっております。 

 今後、40年、これを維持するのかどうかということを全体を見ながら考えていかなければ

ならないということと、それと、私が今回の施政方針の中でも申し上げましたように、サー

ビス保存の原則ということを申し上げておりますから、市民に対してのサービスは減らさず

に、建物はどうやって減らしていくのかということを、そういう方法を検討しながら進めて

いくに当たって、いろんなさまざまな知見をいただきたいということで、あと２回ほどＦＭ

の検討委員会なり、いろんな知恵をいただくという形になってございます。当然、當麻庁舎

の重要性も含めて、今後どうしていくべきなのかということもいろいろと検討の課題の大き

な要素として考えてまいりたいと思っております。 

朝岡委員長 吉村委員。 

吉村委員 長いスパンで全体のを考えるのはいいんですけれども、當麻庁舎に関しては耐震がだめだ

というふうに結果が出ていると思うんです。それを、そのまま補強するのか取り壊しをする

のかというのは、これはもう急務の作業だというふうに思いますので、その辺は、全体を見

てもいいんですけれども、早い結果を出していただきたいなというふうにお願いしておきた

いなと思います。 

朝岡委員長 ほかに質疑はございませんか。 

 白石委員。 

白石委員 引き続いて質疑を行ってまいりたいと思います。 

 前の方に戻って、34ページの13節委託料の、職員採用試験委託料42万2,000円が計上され

ております。昨年の単価からいたしますと、新たに13名程度採用される予定なのかなと、こ

ういうふうに思うわけであります。そこで、採用について、いつもこの質疑をして、市長の

所見なり担当課の所見をお聞きしているわけであります。ご承知のように、この採用試験に

ついて、市長がその採点、あるいは合否判定に参加しているというのは、奈良県内の12市の

うち、私どもの市だけであります。私は、それぞれ、御所市なり、大和高田市なり、橿原市

なり、香芝市なり、問い合わせ、聞き取りをして、「どうして市長がかかわっていないんで

すか」、こういうふうにお伺いいたしますと、やはり「地方公務員法の目的、趣旨にのっと

って市長は参加をしていない」、このように答えるところもありましたし、「いやいや、参加

をすれば要らぬ疑いを受けますから、そういうことは市が創設されたときから市長は採用試

験には一切かかわっていません」というふうに、そのようなお話を聞かせていただきました。 

 私自身、市長や担当課が申しているように、市長は市の最高責任者だから、職員の採用試

験に関与することはしごく当然であると、禁止する法律もないではないかと、こういうふう

にもうあからさまに言われているんですね。私にとっては、本当に恥ずかしい話だというふ

うに思うわけであります。地方公務員法の第６条の任命権者の規定、さらには第15条の任用

の根本の基準、さらにはこの第17条の任命の方法等を、本当に理解をされているのかなとい
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う疑問を持たざるを得ないわけであります。 

 言うまでもありません。第６条は、任命権者の任命権の具体的内容は、この法律、政令、

条例その他の規定に従い、それぞれの職員の任命、休職、免職及び懲戒等を行う権限を有す

るものと規定をされています。これはどういうことかと言いますと、任命権の内容とその行

使の仕方は、まず職員の身分の取扱いの基本法である地方公務員法によって規律をされ、こ

れに従って執行されることを求めているんですね。 

 そして、この第17条では、「人事委員会を置かない地方公共団体においては、職員の採用

及び昇任は、競争試験又は選考によるものとする」と規定をしておりますが、これはまさに

この人事委員会を置いている、あるいは職員を採用を行っている公平委員会がない市町村と

同じような要求を、法はその運用を認めているんですね。ただ、地方自治体のその財政、規

模、組織、これらが違うから、その運用について一定の弾力性を持たされているわけであり

ます。 

 しかし、法の趣旨そのものは、だからといって、その曖昧にすることは、これは認められ

ているわけではありません。やはり、人事委員会を設置しているその地方公共団体、都道府

県とか、政令市等はあると思いますけども、それと同様な取扱いをやはり求めているんです

ね。勝手にこれを曲解して、任命権者の最高権力者だから、権限者だから、採用試験にかか

わって採点を行う、合否判定を行うということは、これは私は本当に運用としてあってはな

らないことだというふうに思います。 

 少なくとも、市になったからには、やはりちゃんとした規定に基づいて任用委員会とか選

考委員会とか設置をして、その中でやっていく。多くは、副市長が中心となって、本市も若

干改めて公平委員を入れるようになりましたが、警察出身の方々とか、公平委員とか入れて、

客観性や透明性や公正性を担保しているわけであります。これが、他の自治体の実態なんで

すね。ここは、市長はなかなか私との見解が合わなくて、若干、第１次の合否判定には出て

いるのかもわかりませんけども、その試験結果と名前と照合する、そういう作業にはさすが

に入っていない。入らなくなったということでありますけども、こういう採用の仕方、今年

もというか、平成28年度もやるおつもりなのでしょうか。その点をはっきりとお伺いをして

おきたい、このように思います。 

 それから、もう新しい事業がたくさんあって、いっぱいお聞きをしたいわけでありますけ

れども、なかなか時間もありませんので、他の委員の質疑をもって置いておきたいというふ

うには思いますけども、ファシリティマネジメントのやはりこの間の取り組み、私はもちろ

ん今のその公共施設そのものをきちっと評価をして、今後、どのように整理統合し、地区住

民の利用に供していくかということは、当然やるべきことだと思うんです。しかし、やはり

小中学校の耐震大規模改造工事、幼稚園の耐震工事等々は、優先をして当然やってきている

わけですね。 

 そんな中で、吉村委員が言われたように、當麻庁舎、これは本当にそのままもう全く手も

つけられていないということは、信じがたいことなんですね。ご承知のように、前回の、平

成27年９月の決算委員会でご答弁をいただいているわけでありますけれども、そのＩｓ値が、
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２階部分で、最低のところ0.157ということになっている。基本的に0.7未満については、震

度６強程度の地震で倒壊または崩壊する危険性があると、こういうことが既に調査によって

明らかになっているんですね。それでなくても、私、當麻庁舎にお伺いしたときに、窓があ

かない、隙間があいていて閉まらない。これは、本当に地震が来たら、もう一緒にがれきの

下に埋まってしまう。市民の方々が住民票を取りに来ている、こういう人も一緒に巻き込ん

でしまうというのは、これはもう明らかなんです。幼稚園の場合は、磐城幼稚園でしたか、

これは緊急に対応し設計され、発注されるわけですよね。委員長なんかは、よくご存じだと

思います。 

 もう、そういうふうに機敏に対応されている。どうして當麻庁舎はそうならないのか、理

解しがたいです。阪神淡路大震災、そして、東日本大震災の教訓です。さらに、東海、南海、

それは地震が想定される中で、３月11日の委員会において黙祷もしたところじゃないですか。

どうして機敏な対応をされないのか。ファシリティマネジメントの事業が終わり、さらにそ

れを具体化していく計画、これができないと、やらないんですか。これをはっきりお伺いを

しておきたい、このように思います。 

 それから、私はちょっと関連になりますけども、36ページの文書広報費において、印刷製

本費、いわゆる広報かつらぎが、凸版印刷のアドバイスによって民間に委託をしていくとい

うことになったということなんですね。それはそれとして、私は必要であればやっていくと

いうことは必要なんですけども、何よりも、この１つの仕事、計画を決定していく上で、や

っぱりどういう政策を決定する過程があったのかと。それらが、実際の葛城市の財政や人事

や仕事の量の問題から、やはりこれらは委託をしてやっていくということが、それぞれが市

長を中心に、幹部職員も合わせ、その担当職員を合わせて議論をし、政策決定をしていくと

いう、そういうプロセス、これが抜けちゃうと、もうこれは本当に困ったものだなと。もう

何でも委託委託になっちゃって、それこそ総合計画なんかは、これは一定やむを得ないかも

わからないけども、それは10年に１回とか、それしかやらないわけですから、しかし、それ

ぞれの原課でいろいろ計画づくりをする。一般廃棄物の処理基本計画をつくっていくとか、

介護保険の事業計画をつくっていく。もうこういうときに、本当にみずからがそういう計画

をつくれるように、やっぱり研究をし、勉強し、やっていかないと、本当にスキルアップな

んてできないと、そういう視点で私はどうなのかということを本当につくづく感じるわけで

す。いろんな知識、技術、経験、そういうものが蓄積されて、その蓄積された上で、葛城市

の現状に合わせていろんな政策決定をしていく、立案をしていく、こういうことにならない

と、本当に大変だなと。 

 そこが、もう本当にそれは課長から聞いて、なるほどなという事情はあるけれども、それ

から本当にどうなっているんだと。確かに、リコーとか凸版印刷、これは大きな企業で、い

ろんなノウハウを持っているというのはよくわかるし、それはそれとして大いにアドバイス

を受け入れて改善していくということが必要だけども、そういうこととあわせて、やはりど

ういう方法が一番ベターなのかということを、やっぱりきちっと内部で検討し、みずからが

つくり上げていくということが本当に抜けているんじゃないかと。 
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 確かにそうですよ。それは病気したら大変なことになっちゃう。だけども、基本的にはそ

ういうノウハウが本来蓄積されなきゃならん。しかし、それが単に組織のものではなくて、

１人個人の職員のものにしかなっていない。それでは、やっぱり困るわけです。やっぱり組

織として、政策をつくり、それを決定して実践していくということにならないと、私はそれ

こそ自主的、自立的な自治体運営というのはできないというふうに思うんです。そういうと

ころで、やっぱりもうちょっと深く考えてやっていただきたい。これはもう質問じゃないん

ですが、強く感じました。 

 本当は、やっぱり建設課でも、技術者がいて、みずからが設計してつくる。あるいは設計

したものについて、ちゃんとした設計監理ができる、やっぱりそういう人材を採用すること

とあわせて、やはり育成をしていくということをしていかないと、本当に自治体としての力

をどんどん逆に落としていく、そこがもう非常に心配でなりません。 

 ２つについて、お答えいただきたいと思います。 

朝岡委員長 生野副市長。 

生野副市長 まず１点目の、職員採用試験に係る市長のかかわりの件でございます。私も、何年か前

から、１款、２款に出席もしておったわけでございまして、白石委員のご質問については今

回と同じ質問も聞いておったわけでございます。 

 その中で、私、５月に副市長になりまして、今回初めて採用試験に、その中の一員として

参加をいたしたわけでございます。その中でも、１次試験については筆記試験でありまして、

私は２次試験の集団討論から、公平委員、私、教育長、総合政策企画監、企画部長の６人で

集団討論の評価をいたしたわけでございます。 

 そして、その結果に基づきまして、最終３次試験の個人面接という運びになるわけでござ

いますが、その中で、面接のときには確かに氏名を申しますので名前はわかるわけでござい

ますが、合否につきましては、全く黒塗りの段階の部分しか返ってこないわけでございます

ので、やはり、今年は８名の採用ということで、上位者から８名をとったということでござ

います。 

 だから、市長のかかわりにつきましては、12市のうち葛城市だけということを申されてい

るわけでございますが、何分、その中で、合否に参加しても、その市長の影響は何分の１か、

それは影響は必ずあろうかと思いますけども、その中での分については何ら問題ないという

ように考えるわけでございます。 

 今年度につきましても採用を予定いたしておるわけでございますが、平成28年度の採用試

験についても、平成27年同等で実施したいと考えているわけでございます。 

 そして、ファシリティマネジメントの當麻庁舎の扱いについてでございますが、これにつ

きましては、以前、耐震診断を行っただけで、先ほど白石委員おっしゃられたとおり、Ｉｓ

値が0.157と、非常な危険な状態ということでございます。その中で、耐震化について検討

いたした中で、何分、増築部分がありますので耐震工事が非常に困難であるということでご

ざいます。その中で、確かにおくれているのは大変おくれているわけでございますが、この

平成28年度である一定の方向性を決めていきたいというように思っているわけでございます。 
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 以上です。 

朝岡委員長 白石委員。 

白石委員 職員採用の件については、従来とそんなに変わらない答弁で、何ら市長が採用試験にかか

わっても問題ないと、こういう話であります。国は、人事院があり、都道府県や政令市等で

は人事委員会があるわけですね。市レベルでは、多くが任用委員会とか職員採用委員会とか、

そういう委員会で、やはり客観性を持たせるため、それは副市長が入ってんのも、教育長が

入ってんのも、これは首をかしげますけども、実態としては、そういう中で、元警察官であ

ったり、公平委員であったり、その他の住民の皆さんも参加をして、その方の地公法の趣旨

にでき得るだけのっとった形でのこの試験をやっているわけですね。当然、市長は入ってお

りません。 

 やはり、これは私は法でどうのこうのというような話よりも、常識の話として、私はこれ

はもうやめるべきだと。要らん疑いを持たれるわけじゃないですか。葛城市の政治倫理条例

はどう書いているかというと、「市長や議員は、市民の代表として品位と名誉を損なうよう

な一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑いを持たれるおそれのある行為をしないこ

と」。さらに、「公正な人事を図るため、職員（臨時職員を含む）の採用に関して、推薦また

は紹介をしないこと」と明記しているんですね。紹介やその推薦どころか、みずからが採用

試験に参加しているわけですよ。これは、この政治倫理条例の規定からしても、まさに信じ

がたい話として言わざるを得ないわけであります。これは、私は、引き続き改善を求めてま

いりたい、このように思うわけであります。 

 それから、當麻庁舎の件、生野副市長は、これまでとは違った前向きのご答弁をされたと

いうふうに評価をしておきたい。平成28年度には、ちゃんとした方向性を示したいというこ

とですね。本当に、平成28年度でその公共施設の今後の運用全体として、今後どうしていく

かという議論は議論として進めていただく中で、やっぱり優先順位をつけて、當麻庁舎につ

いては、副市長が答弁されたように、しっかりとした方向性を打ち出して、それは建て直す

とか移転もするとか、いろいろな方法がありますけども、決断をしていただきたい、このよ

うに思うものであります。 

朝岡委員長 ほかに質疑はございませんか。 

 吉村委員。 

吉村委員 42ページの地方創生推進交付金事業で、13節委託料で買物支援事業運営委託料535万円、

それと健康支援事業運営委託料845万1,000円、これはいわゆるＩＣＴの関係だと思うんです

けれども、ゆうあいと寺口のその実績をまずお伺いしたい。それから、18節の公用車購入費

800万円、これは市民サービスカーかなというふうに思うんですけれども、その内容につい

てお伺いしておきたいと思います。 

朝岡委員長 門口長寿福祉課長。 

門口長寿福祉課長 長寿福祉課の門口でございます。よろしくお願いいたします。 

 ただいまのご質問でございますが、買物支援事業の実績ということでお答えさせていただ

きます。平成27年度の事業でございますが、市内３カ所で健康支援事業とともに運営を行っ
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ておりますおたがいさまサポートハウスでございますが、買物支援につきましては、２月29

日現在で利用者延べ57名ということでございます。 

朝岡委員長 水原課長。 

水原健康増進課長 健康増進課の水原です。 

 先ほどの質問にお答えさせていただきます。ゆうあい、寺口におきまして、健康支援の実

績でございます。ゆうあい、寺口、忍海も、昨年６月15日から、おたがいさまサポートハウ

スの窓口ができております。それと同様、夏から健康ポイントクラブという登録者も募りな

がら、おたがいさまサポートハウスの会員募集を新庄健康福祉センターと當麻保健センター

でも登録をさせていただきました。合計モニター数が、570名おられます。それで、健康支

援におきましては、延べ6,250人の方が健康支援に来ていただいております。 

 以上でございます。 

朝岡委員長 岩永課長。 

岩永企画政策課長 公用車の購入でございます。おっしゃるとおり、市民サービスカーの購入でござ

います。まず、購入台数ですけど、１台、車両はトヨタのハイエースや日産のＮＶ350キャ

ラバンのようなハイルーフのロングボディを予定しておるところでございます。これをベー

スに架装を加えて総額800万円という予定をしております。内訳でございますが、車両が大

体310万円、架装が490万円ぐらいであろうというふうに計算をしております。架装の部分で

ございますが、まず電気系統、主にバッテリーの強化とかインバーターの取りつけ、100Ｖ

の電源の取りつけ等でございます。外装に当たっては、外へ向けての照明設備、内装に当た

っては大型のモニターを中に据えつけられるようにしたいというふうに考えております。そ

れから、この車において、地区、特に山間部になるとは思うんですけども、に出向きまして、

住民票、印鑑証明書の発行の方をさせていただくとともに、職員と保健師が同乗させていた

だきますので、健康相談、もしくは行政相談等も受付をさせていただきたいと思うところで

ございます。 

 また、実際に、この車両が使われないときには、住むなら葛城のシティプロモーションと

してのイベントカーとしても利用できるように、先ほど言いました大画面のモニターとかを

利用しまして、この間、補正予算で出させていただいたＰＲビデオとか、そういうものを何

かイベント等があったときに、市内、市外かかわらず行けたら、そこでそういうシティプロ

モーション等もできるようにということになっております。 

 また、災害のときには、実際そのいろんな場所に赴いて、危険箇所を直接撮影して、災害

対策本部等にリアルタイムで報告できるような仕組みも考えたいと思っておるところでござ

います。バッテリーの方ですけども、災害時に携帯電話が充電できないというようなことも

あってはいけないので、ちょっと多めのバッテリーでということで、そこら辺は強化をして

おるところでございます。 

 以上でございます。 

朝岡委員長 吉村委員。 

吉村委員 この買物支援と健康支援ですけど、これはずっと今後も続けていかれる予定でしょうか。
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もうちょっと、場所もこの３カ所でということで続けるのか、それもお聞きしたいと思いま

す。それと、公用車ですけれども、これはいつから稼働の予定なのかもちょっとお伺いして

おきます。 

朝岡委員長 岩永課長。 

岩永企画政策課長 この予算案が通りましたら、すぐに動きたいと考えておりますので、この改造、

架装の期間は多分２カ月ぐらいかかるとは思いますので、早くて６月ぐらいからということ

になってくるとは思います。 

 以上でございます。 

朝岡委員長 買物支援と健康支援の継続性やね。 

 水原課長。 

水原健康増進課長 健康増進課の水原です。 

 健康支援の方でございますが、今、ゆうあい、寺口、また忍海も去年窓口を開かせていた

だきました。 

 それと、去年の10月、11月ごろですか。ゆうあいとテレビ電話でつなげて、遠隔でゆうあ

いと新庄健康福祉センターをつないでおります。それで、保健師によるいろんな相談等がご

ざいまして、その健康支援の方にも携わっております。これから続けていって、内容も充実

していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

朝岡委員長 門口課長。 

門口長寿福祉課長 長寿福祉課の門口です。 

 買物支援の方なんですけども、平成28年度につきましては、ＩＣＴだけでなく、ほかの新

たな事業展開も含めて、買物支援として、それも視野に入れて検討していく考えを持ってお

ります。参考にさせていただくのは、今、現在実施しております65歳以上のアンケート調査、

これの結果も踏まえて検討していきたいと考えております。 

 以上です。 

朝岡委員長 吉村委員。 

吉村委員 この新しい市民サービスカー、これと今言っていたその健康の支援ですか。こういうのは

一緒にはできないのか、何かそれぞれにすごい費用がかなり重なっているというか、それだ

けの効果があるのかなというのがちょっと疑問なんですけれども、この車をつくるんだった

ら、この車を利用して何か一緒にするという方向にするとか、何かもうちょっと検討した方

がいいんじゃないかなというふうに思います。ちょっと参考に考えていただきたいと思いま

す。 

朝岡委員長 ほかに質疑はございませんか。 

 川村委員。 

川村委員 40ページなんですけれども、２款総務費の自治振興費の14節防犯カメラシステム賃借料、

これについて防犯カメラをこれから強化していただくということ、市長の施政方針演説の方

にも書いてございましたけれども、どういったところに、今年、平成28年度はつけていただ
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くかという内容の説明をお願いします。 

 それから、もう１点は、その下の15節工事請負費の100万円の内容ですね。これ、多分街

灯設置やと思うんですけども、どういったところにつけていただくんですかという内容をお

願いします。 

 それから、もう１点は、42ページの地方創生推進交付金の事業費の中の13節介護バウチャ

ーシステムです。これの具体的な内容をお願いいたします。 

朝岡委員長 門口生活安全課長。 

門口生活安全課長 生活安全課の門口です。よろしくお願いします。 

 ただいまの防犯カメラの質問でございます。この予算の方ですが、市内に20基をリース契

約として設置するものでございます。具体的な場所につきましては、現在、検討していると

ころでございます。選定につきましては、市内５つの小学校区、また２つの中学校区のＰＴ

Ａから、要望としまして31カ所、設置要望等、また高田署の方より犯罪の発生件数、それを

踏まえた資料等を持っております。それを把握しながら、今後、警察また地元区長と協議を

経ながら決定していきたいと、そういうふうに考えております。よろしくお願いします。 

 ３年後につきまして、ただいま20基でございますが、経年的に設置するというそういう考

えを持っております。最終的には50基程度つけさせていただいたらと思っております。よろ

しくお願いします。 

 街灯の設置の件でございます。100万円新設をして挙げさせていただいております。この

街灯につきましては、議会等でいろいろ論議いただいておるわけではございますが、その中

で、大字間の街灯の設置、それを行うための工事費でございます。現在、大字間の設置につ

きましては、費用の負担割合の関係もありまして、一部地域で進まない、そういう地域もご

ざいます。全額、市が工事費を負担しまして、大字間の街灯の設置を促進していきたい、そ

ういう考えを持っております。大字間にありましても、通学路また交通事故多発地帯、防犯

上特に必要な箇所につきまして、関係機関と協議しまして、経年的に計画を立てながら設置

を進めていく予定でございます。 

 よろしくお願いします。 

朝岡委員長 門口課長。 

門口長寿福祉課長 長寿福祉課の門口です。よろしくお願いいたします。 

 介護バウチャー制度の内容でございますが、この平成27年度、モデル的に実施しておりま

す事業の結果を踏まえまして、ポイントの付与対象活動や還元方法などのその事業の詳細を

確立し、健康支援、介護予防に効果のある地域づくり、システムづくりを定着させていくた

めの経費を計上させていただいております。 

 以上です。 

朝岡委員長 今、現状の介護予防のポイント付与と還元方法と、もう少し詳しく説明してあげてくだ

さい。 

 門口課長。 

門口長寿福祉課長 ポイントの対象となるサポート活動なんですけども、例えば草引きであるだとか
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いろんな活動内容があると思うんですが、その対象活動を確立させるというのと、あとポイ

ントの還元なんですけども、どんなものに還元するかということを確立させていきたいと考

えております。今現在、平成27年度、モデル的にやっておりますのは、大字寺口地区の方で

モデル事業をやらせていただいております。その結果を踏まえまして、今のようなシステム

の確立を目指したいというふうに考えております。 

朝岡委員長 川村委員。 

川村委員 防犯カメラを今回20基ということで、いろんな方たちからのご意見を聞いて、どの場所が

一番いいところなのか検討を進めていただいていると思います。当然、通学路とかそういっ

たところは重要視していただけるとは思うんですけども、最終的に50基というその量は、今

までから言う相当な量やと思います。これが、もちろん防犯に抑止されるものであるという

ことは十分にそうなんですけれども、他市の事例とかそういった葛城市の防犯パターンがど

うかとかというようなところは難しいところなんですけども、これから高齢者の特に認知症

の徘徊とかもありますので、そういう部分では、本当にどこが適材適所かというところがわ

からないですけども、この20基を先につけていかれる中で、偏ったりもしないような形がい

いのではないかなとは思いますけれども、十分検討されてつけて、なかなか我々素人では、

どこがいいとかいうことも言いませんけれども、十分ご検討の上、きっちりと葛城市は守ら

れている町やということを強調していただくことが抑止につながるというふうに考えさせて

いただいていますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、その今、言われた街灯設置のことです。なかなか、大字間との協議があります。

私も、ちょっと市民の方々で、東室からちょうど川のあたりの、特に冬場の、もう日暮れて

暗い状態になって、中学生の自転車通学ではないエリアがあるんですね。新中から遠い地区

ですけれども、そこからの帰りが非常に不安やと。何度も何度も、その東室の地区の皆さん

から訴えがあるんです。そういうことが、やっぱりあの広い範囲の中で、大字間で絶対ここ

に設置しなければならない場所でないために設置されてないような暗い通学路になっている

という道を、ぜひこういった、一気に幾らかかるかわかりませんけれども、ぜひ前向きに子

どもたちの安全を重視していただいて、まずそこからやっぱり手をつけていただきたいなと

いうふうに思います。 

 最後のその介護バウチャーは、なかなかちょっと私も意味が、どういうイメージかわから

ないんですけども、草むしりとか草引きとかでポイントをあげると。この間言っていました

地域包括なんかの地域支援事業の１つとして、そういう市民の力をかりてやっていくという、

それをポイント性にするというふうに考えさせてもらっていますので、できるだけ、誰でも

できるような、専門的な分野が要らないような、そういう働き、活動を、ボランティアを、

ぜひポイントでつけていただいて、皆さんのボランティア精神をあおっていただくというこ

とでいい取り組みだと思いますので、ぜひ、もうちょっと具体的な事例の中で検証ができま

したら、またその都度お知らせいただきたいと思います。それで結構です。 

朝岡委員長 答弁よろしいか。 

 じゃあ、ほかに質疑はございませんか。 
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 岡本委員。 

岡本委員 39ページ、交通安全対策費の委託料、測量設計等委託料の650万円、大きな金額が計上さ

れているのと、平成27年の12月だったか、400万円補正されて、これは北小の通学路の設計

というて聞いとったわけやけど、この測量設計はどんな形の設計になるのかということ。そ

れから、40ページ、自治振興費の委託料ですけども、公共バスの運行委託料7,992万円が計

上されているわけやけど、当初、９月の補正をされたときに聞いたのは、１カ月756万円、

年間9,072万円と課長から聞いたように思うんやけども、この金額的な違いがどうなっとる

んかということですね。それと、41ページの葛城広域行政事務組合負担金、これの一応内訳

を教えていただきたいと思います。 

朝岡委員長 木村都市整備部理事。 

木村都市整備部理事兼建設課長 都市整備部の木村でございます。よろしくお願いします。 

 ただいまのご質問でございますが、場所につきましては、勝根地内でございます。勝根・

西代線の通学の方、また歩行者の方の安全対策についての検討に伴うその業務でございます。 

 以上でございます。 

朝岡委員長 岩永課長。 

岩永企画政策課長 バスの委託料でございます。こちらに関しては、業者を選定するに当たりまして、

指名型のプロポーザルをさせていただきました。予算のときは、あくまでも予算的に見積書

をいただいたという形になります。プロポーザルをした結果、現在の金額に落ちついたとい

うことでございます。 

 それから、葛城広域の事務組合の件でございます。こちらの方、277万7,000円は総務費の

分担金でございます。総額1,700万円、負担金が必要ということでございまして、これは人

口割70％と均等割30％に振り分けまして、人口割が1,190万円、均等割が510万円で、うちの

人口割でございますけども、平成22年の国勢調査の人口を利用し、係数が14.76323％を掛け

まして、葛城市の負担分が175万7,000円、均等割は５等分で102万円、合計で277万円となり

ます。昨年が241万7,000円なので、36万円ほど増額になっております。こちらに関しまして

は、公会計システムの導入に伴う固定資産台帳の整備及び財務書類の作成支援委託料を組ま

れたというのと、その公会計システムの貸り上げ料、合わせて約183万6,000円が新規事業と

して計上されたということになります。 

 以上です。 

朝岡委員長 岡本委員。 

岡本委員 今、交通安全につきましては、勝根地内の通学路の設計ということやね。いわゆる公共バ

スにつきましては、当初、予算要求の段階で756万円やけども、プロポーザルによって決ま

ったら、今の金額約666万円ぐらいになったと、こういうことやな。わかりました。 

 葛城広域につきましては、全体事業費1,700万円に対しての人口割、その負担割合、こう

いうことですね。わかりました。 

朝岡委員長 ほかに質疑はございませんか。 

 吉村委員。 
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吉村委員 40ページの自治振興費の需用費の消耗品費がかなり増額になっていることと、それと先ほ

ど言った大字間の街灯が市持ちでという感じですけど、その分、今年度はどれぐらいの費用

を見ておられますか。 

朝岡委員長 岩永課長。 

岩永企画政策課長 消耗品費でございます。75万2,000円のうち、企画政策課では、５万円を計上し

て、停留所の看板の設置に伴う消耗品をここの中に入れているということであります。 

 以上でございます。 

朝岡委員長 門口課長。 

門口生活安全課長 生活安全課の門口でございます。 

 この75万2,000円のうち、子どもの110番の家の旗ということで、３年に１回、旗を新たに

つくるという、そういう計画をしております。100本つくる予定で、70万2,000円予算計上さ

せていただいております。よろしくお願いします。 

朝岡委員長 それから、さっきの防犯灯の工事費は、100万円全部ですね。 

 吉村委員。 

吉村委員 大字間の分ですけれども、山間部、特に本当に通学のときに真っ暗ですので、特に優先で

お願いしておきたいと思います。 

朝岡委員長 ほかに質疑はございませんか。 

 増田副委員長。 

増田副委員長 ちょっと関連で、まず今お話がございました工事請負費。15節工事請負費100万円。

この大字間という漠然とした表現、この概要説明の下のところにも大字内及び大字間の照明

というふうに書いとんです。大字間の定義、要するに、このある一定のルールを決めないと、

今おっしゃっているように取り合いみたいになるのかなと。その辺、ルールが決めておられ

たら、「ここからこっちはこれで行くよ」と。それと、継続性の問題です。今年だけか、次

年度なのかというのを、この２点をお伺いしたい。 

 もう一つ、街灯のことで、先日、テレビでもそういうことを言われていて、私も間近にそ

ういうことに遭遇したんですけども、犬の尿によって街灯が倒れたと。倒れた街灯で頭を打

って亡くなられたとか、けがをされたとか、重症を負われたと、そういう事例がありました。

私の集落でも、勝手にというか倒れたと。車が接触したかわからない。こういう機会といい

ますか、いろいろ問題が出ていますので、点検も必要かと思いますので、そういう予算を今

後検討していただきたい。よろしくお願いしたいなというのがまず１点です。 

 それから、同じく40ページの19節まちづくり事業の一括交付金4,964万円です。これは、

予算案の概要のところにも、地域振興活動事業相当分、それから安心・安全なまちづくり事

業相当分、それから環境美化促進事業相当分、広報紙、この４つの項目に応じて大字の規模

に応じて支払いをされているということなんですけども、この４つの、今、広報紙はわかり

ますのでいいんですけども、どういう事業を想定されているのか、お伺いしたいと思います。 

 それから、３つ目は、41ページ、11目防災行政無線管理費の15節工事請負費９億9,781万

9,000円、防災行政無線のデジタル化整備事業ということでお伺いをしております。有線放
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送並びにアナログからデジタルに変わると。以前にもそういうお話を聞かせていただいて、

早く統一せなあかんということで、今年度の予算に計上されているわけなんですけれども、

これは市民全戸の方に関係することでございますので一応お伺いをしたいんですけど、この

ことによってデジタル化によって、今までからどういうふうに変わりますよと、便利になり

ますよと、その辺の９億円の効果、価値、アピールする必要があるのか、その辺の、こう変

わるということがご説明していただけるようでしたらお伺をいしたい。お願いします。 

朝岡委員長 門口生活安全課長。 

門口生活安全課長 まず１点目の街灯のその大字間の設置の件でございます。これは、補助金の交付

要綱に定められております。その中で、その地域の集落周辺からおおむね100メートルを離

れた場所に街灯を新設する場合、その場合が大字間のそういう街灯の基準としまして、普通

の街灯設置よりも割高の補助金を今まで出しております。今回につきましても、100メート

ルとか、そういう単純なメートル数ではなしに、大字区長等のいろんな考えの中で要望を聞

きながら設置させていただきたい、そういうふうに考えておる次第でございます。100メー

トル等にかかわらず、要望等を聞きながら考えていくということでご理解いただいたら、あ

りがたいなと思います。 

 続きまして、防災行政無線のデジタル化の整備事業でございます。このデジタル化につき

ましては、長年、課題でございました合併当初、平成16年10月の時点におきましても、新市

において調整しながら進めていく、そういうふうな話で今現在に至ったわけでございます。

ご存じのように、旧新庄町におきましては、昭和30年代に農協にて有線を整備運用されてお

りました。また、旧當麻町におきましては、平成７年からアナログという形で使っておりま

す。このアナログの防災行政無線でございますが、平成34年の11月30日をもちまして免許が

更新できないという、そういうこともございます。早くデジタル化の方へ進まなくてはいけ

ないということもございます。 

 また、個別受信機につきましても、この間、一体的な工事をすることによりまして、防災、

減災の起債事業の対象となると、そういう国からの文書もいただいております。旧新庄町に

おきましては、有線放送ということで、雨風、また台風等に弱いということも実際あります

ので、この平成28年度に防災・減災特例債を使える中で進めていきたい、そういうふうな考

えで、今回上程させていただいたわけでございます。 

 デジタル化によりまして、マルチメディア化に対応した配信というものが可能になるとい

うことでございます。また、メール会社からの自動送信やツイッター等のＳＮＳへの連携、

特定地域に放送ができるなど、情報伝達や拡張性にすぐれた機能がある。デジタル化にする

ことによってそういう機能が生まれるわけでございます。 

 よろしくお願いしたいと思います。 

朝岡委員長 岩永課長。 

岩永企画政策課長 企画政策課の岩永でございます。 

 まちづくり一括交付金の内容でございます。まず、地域振興活動事業でございます。こち

らに関しましては、大字が実施する地域振興活動事業に要する経費を充てるということにな
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っております。 

 それから、安心・安全のまちづくり事業でございます。こちらは大字が行う自主防災活動、

大字が行う防犯に関する活動等にお渡しする分、それから消防ポンプの維持管理費、青色パ

トロールの維持管理費が入っております。 

 それから、美化清掃、環境美化促進事業でございます。こちらの方は、一斉清掃の分と、

あと環境委員の分ということで計上をするということになっております。あと、広報は、広

報の配布の関係でございます。 

 以上でございます。 

朝岡委員長 増田副委員長。 

増田副委員長 ご説明ありがとうございます。まず、大字間の街灯のことを私がお伺いしたのは、先

ほど説明がありましたように、既定では周辺から、周辺というのもなかなか解釈しにくいん

ですけども、100メートル以上離れているところは対象になると。しかしながら、区長の意

見も尊重してというお話でございます。 

 この区長の意見を尊重するというのは、大きな声を出される区長もおる。そういう力関係

で大字間でされるようなことのないように、十分な取扱いを公平にやっていただくことも必

要かなと。曖昧な基準では、これはなかなか皆さん方、山間も含めてご要望は高いと思いま

すので、継続して、「次回でお願いします」とか、そういうふうな形で、できるだけ大字間

のこういうロスのないようにお願いをしたい。 

 それから、無線は、今ご説明いただいた、私が聞きたかったのは、「マルチメディアに対

応」という、そういうカタカナで表現していただいても、具体的に、私、住民の方に説明す

るときに、わかりやすく、こういうふうにいつからこの防災無線の放送が、「こういうふう

にリニューアル、変わりますよ」というアピールが大切かなと、いずれかの時期にわかりや

すく周知する必要があるかと。そのときに、具体例も含めてご案内していただく必要がある

のかなということでお伺いしたところでございますので、その辺のところも、よろしくお願

いをします。 

 それから、一括交付金の、今ご説明いただきました地域振興活動は地域振興に使っていた

だくということで、わかったようなわからんようなことですけど地域振興。これは、地域振

興でございますので、広義の意味でもいろんな解釈もできるんですけども、住民の方がおら

れて、その方々に対していろんな自治活動サービス等々かなと解釈しました。 

 それから、安心・安全、これはわかりやすく説明していただきましたので、自主防災。自

主防災は、地域内のいろんな住民の方々に避難誘導とか、そういう問題に対してそういうこ

とを考慮しているよと。 

 ３つ目、美化。美化は一斉清掃、これはいずれも美化は一律ですかね。均等、世帯割です

か。これはいずれも世帯数なんですよね。私がちょっと疑問といいますか、検討していただ

けたらなと思うのは、面積に対する試算といいますか、そういう算出をされてないと。これ

は、世帯、人口ばっかりの試算で、大きいところには少なく、小さいところには大きくとか、

いろんな工夫をされて平等性を図られているかとは思うんですけれども、算出根拠の中に、
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面積、これだけの広い面積に対して、先ほどお聞きしたような、一斉清掃するんなら、それ

はその地域内の全域の掃除をすることになると、やっぱり面積に関係することも出てくるの

かなというふうに思いますので、その辺の算出も試算として今後ご検討いただく必要もある

のかなと、こういうふうに思うんですが、ご答弁をお願いいたします。 

朝岡委員長 生野副市長。 

生野副市長 街灯の大字間の解釈についてでございますが、地域によったら、大字間と言いましても

短いところもありますし、先ほど来、吉村委員がおっしゃっている長い、山間部に行きます

と大変長いところもあるわけでございます。今回、100万円組ませていただいたわけでござ

いますが、これにつきましては、今後も継続してまいりたいというふうに思っておるわけで

ございますが、先ほど、課長が区長云々の話をしたわけでございますが、まずは通学路を優

先的に設置を行いたいというように思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

朝岡委員長 岩永課長。 

岩永企画政策課長 一括交付金の件でございます。先ほど、小さな大字は戸数が少なくて入ってくる

金額も少ないという１つの要因があるという形でありましたけども、地域振興の活動の関係

だけなんですけども、こちらの方は傾斜配分になっておりまして、100世帯以下で12万円、

101世帯以上500世帯以下で10万円、501世帯以上1,000世帯以下で７万円、1,001世帯以上で

５万円という形で、世帯の少ない大字に対して、ちょっと金額をふやした対応はさせていた

だいております。多分、ご存じだとは思いますけども、あと、面積の面とかいうことで、そ

れは今後の課題ということで。 

朝岡委員長 米井企画部長。 

米井企画部長 企画の米井でございます。 

 地域振興活動事業の旧まちづくり事業の部分でございますけれども、これにつきましては、

地域の自治組織の運営維持費、地域行事の運営費、地域維持管理費というのに充てられると

いうことになっております。 

 以上でございます。 

朝岡委員長 山下市長。 

山下市長 アナログからデジタルに変わって何ができるかというと、皆、最近はこういうスマートフ

ォンとかアンドロイド携帯とか皆持っています。こういうものでも配信を受けることができ

るという形になるのと、あとは時間どおりの放送というのは多分すると思います。これは今

まで、新庄は朝６時50分、當麻地区は夜の８時からということでやっとったけど、定時放送

というのは、おそらくそれでも入れられると思うんですけども、それに間に合わなかった方

も、どんな放送が来ていたのかということが、配信を受けることによって、きょうはこんな

ことが、放送があったんやなということを確認することができます。いろいろとお仕事の都

合とか、そういう方々でちょっと時間どおりに聞けない方でも、自分の自前のメディアであ

ったりとか、時間が違ったとしても配信を受けたりすることができるようになっていく。ど

ういう構築の仕方をするのかということはこれから検討してまいりたいというふうに思って

おりますし、防災行政無線のやり方も、今のところ検討しているのは２種類ぐらいあるんで
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す。それをどっちのやり方が一番いいのかということをよくよく考えて、あとこれから使っ

ていくのに経費ができるだけかからないようにしていくためにはどうすればいいのかという

ことを考えながら、決まりましたらきちっと説明を行う、議会の皆さんはもとより、住民の

皆さんにも説明を行いながら、こんな使い方してくださいとかということを宣伝をしてまい

りたいというふうに思っております。 

朝岡委員長 副委員長。 

増田副委員長 どうもありがとうございます。街灯は、通学路が優先ということでまずやっていただ

くと。お願いしたいのは、継続的にそういう今度は駅までの問題とか、そういう整備をして

いただいて、目的をはっきりしていただいて順次やっていただくということでお願いをして

おきます。 

 それから、この無線のことは、今、９億9,700万円の予算審議の中で、ある一定の理解を

する必要があるのかなと。９億円の予算の執行に当たって、賛成もしくは反対という１つの

判断基準に、中身がわからんとなかなかその辺のところも審査しにくいというのもございま

すので、今お聞きしたように、リアルタイムじゃなしに、保存性の効くデータが各家に届い

て、繰り返しそういう配信されたものを確認できるとか、いろんなそういうデジタル化が進

むというふうに解釈しました。その辺のところも、住民の方に、予算を使ってもこれは有効

だというふうな理解をしていただけるような周知の仕方をよろしくお願いします。 

 それから、小さい村ということを私は言っているんじゃないんです。大きい村と、大勢い

てるというのは、違うよと。広い面積に何がし、住民に対して１人当たりに何がしとかとい

うふうな算出方法もあってしかるべきだと。これは無理やりというたら失礼ですけども、小

さいところに大きいやんねんとかいうような、なかなか根拠的に、これは調整するために傾

斜配分したというふうにしか解釈できない。そういう意味で、今後の一括交付金の考え方に

ついても、今後、ご検討いただきたい。 

 以上でございます。ありがとうございます。 

朝岡委員長 暫時休憩します。 

      休 憩 午後４時３７分 

      再 開 午後５時０２分 

朝岡委員長 それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 １款、２款の、引き続き、質疑に入りたいと思います。質疑はございませんか。 

 白石委員。 

白石委員 引き続き、質疑をしてまいりたいと思います。 

 まず、41ページの１目防災行政無線管理費についてであります。増田委員の方からもご質

疑がありましたけれども、事業費が10億円を超える多額な事業になっております。予算書を

見てみますと、この財源が緊急防災・減災事業債ということで、充当率100％、そして70％

については、元利の償還について交付税で措置されると、こういう内容であります。であり

ますけれども、やはり借金は借金に間違いはありません。そんな中で、この時期において、

政策設定というか、行政防災無線を一本化してやろうということになった経緯について、ま
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ずお伺いをしたい。 

 これまで、地方財政対策とか、あるいは地方債計画を見てみますと、やれる条件はあった

わけでありますけども、なぜこの時期になったかお伺いをしておきたい、このように思いま

す。 

 それから、40ページの公共バスについてお伺いをしておきたい、このように思います。 

 公共バスの運行がこの２月15日からスタートいたしました。奈良交通が、採算が合わない

という形で、當麻・新庄線の路線が打ち切られることになり、やむなくこの葛城市で公共バ

スを運行すると、こういうことになってまいりました。市民の期待も大きければ大きいほど、

運行された場合、いろいろ注文、要望、意見が出てまいっております。 

 そこで、１つ１つお伺いをしてまいりたいと思います。これは、當麻地域の方の意見であ

りますけれども、市民病院並びに尺土の万代等へ行く時間帯、朝は何とか行けるわけであり

ますけども、帰りが遅くなってしまって、どうしても便が待てない。尺土の駅から磐城まで

電車に乗って、そこからまた歩いて帰るということで、非常に長時間を要する状況になって

いるというふうに言われています。また、當麻地域の人は、病院や尺土のスーパーに行く場

合も、第１便が観光駐車場、そしてゆうあいステーションが抜けているんですね。もう回ら

ないで、そのまま直接當麻庁舎の方、そこから市民病院に行っているんですね。當麻の人た

ちは、その當麻庁舎へ行くかそうしないと、最初の第１便に乗れない。一番動線として朝早

くて、とりわけお年寄りなんかは使いやすいというか、早く帰れる。そこで行けば結構早く

帰れるんです。これを逃しちゃうと、もう病院も遅くなるし、スーパーへの帰りも遅くなる、

そういう状況になっているんですね。 

 要望としては、お伺いしたいことは、ゆうあいステーションはあいてないですから、これ

はやむを得ないと思います。しかし、観光駐車場はほんの３分、往復で６分、もちろん回転

したりせないかんですからもっとかかるかもわかりませんけれども、やはりこれは改善をす

べきではないのかというふうに思います。 

 それと、もう一つ、アンケート調査の中で、やはりベスト５というのは、やはり市民病院

が多かったり、スーパーとか、そして市外の駅です。市外の駅と言えば、近鉄の大和高田駅、

これが起点終点となって、これまで奈良交通の路線が通っていたわけです。お勤めにある

方々は、やっぱりこの路線が非常に大切やと。改めて、その路線がなくなって、公共バスが

市民病院で起点終点になってしまったということで、どうやって行っても時間がかかって仕

方がない。既設のバス路線がない。どうしても市駅まで歩かないかない。こういう状況にな

っているんですね。 

 先ほど言いましたように、アンケートでは、その利用する駅、第５番目に近鉄大和高田駅

が入っているんです。非常に要望、要求の多かった路線なんです。しかし、それを全部そこ

まで回してくれというのも、私は、手続上もなかなか難しい、時間的にも他の停留所等にも

影響が大きいと思いますので、やはり大和高田市の公共バスとのリンク、連携が私は必要で

はないのかというふうに思います。しかし、これもなかなか時間を合わせるのは難しいと思

います。 
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 １つ考えてほしいのは、大和高田市の連携で、大和高田市はこのたび、バスの時刻表の改

定をやります。総合庁舎の近くに交流センターを建設し、そこを起終点にして、そこから西

回り、東回りとか、南回り、北回りとかいう形で路線をつくって、市民病院に来るのもあれ

ば、いろいろなコースになっています。大体、市民病院からその交流センターまでは、大体

６分ぐらいで行けるんですね。だから、市民病院でその大和高田市の公共バスとリンクをさ

せるか、大和高田市の交流センター、これは起終点になって便がたくさんあるので、ここを

１つ葛城市が足を伸ばしていただいて、そこから大和高田市の近鉄駅へ行くとか、ＪＲの駅

に行くとか、そういう方法をやはり考えられないのか。その点をお伺いしたい。 

 もう１点、ワンコインでそれこそ１日乗り放題、これは本当に喜ばれています。ところが、

やっぱり、ゆうあいステーションとかいきいきセンターとか、あるいは夏季休暇のときに子

どもたちが、ゆうあいステーションのプールとか笛堂のスポーツセンターのプール、やっぱ

りその期間だけなんです。しょっちゅう使うんですね。50円と言えども、やっぱりこれは親

にもらわないかんわけですから、「何とかならないのですか」と、こういう声が始まる前か

ら出ているわけですね。そして、お年寄りからは、もういきいきセンターのお風呂に入るの

が楽しみやと、あの人と会って話しするのが楽しみやと、ゆうあいステーションも一緒です。

もう毎日とは言わないけども、頻繁に行くんですね。 

 やっぱり、乗り放題は乗り放題でありがたいですけども、そうやって特定の場所へ本当に

頼っているそういう人たち、50円で減免されているけれども、この料金について何とかなら

ないのかという声が広く多く寄せられております。その３つです。どのようにお考えになっ

ているか。お聞きしているところによりますと、道の駅がオープンをするその前に、やはり

もう一回、この公共バスの時刻表等を見直していくということでありますので、その機会に

私は見直してもらうことを、質疑をするとともに求めておきたいというふうに思います。 

 それから、もうこれは質問じゃないですけども、街灯の整備補助事業、これは門口課長が

本当にこの間の議論を受けて、新庄、當麻の時代からの流れをちゃんと踏まえていただきな

がら、大字間のこの街灯の設置については、とりわけ通学路とか通勤買物道路について、市

が100万円のこの予算を組んで、これは優先順位を決めて、この説明書の中では、やはりそ

の年その年で計画的にやっぱり進めていくということで予算化いただいたということは、大

いに評価をし、感謝をしていきたい、このように思います。 

 いろいろ先ほど議論がありました。本当に、大きいところ、小さいところ、声が大きいと

ころ、いろいろありますけれども、それは緊急度、やっぱり財政力、いろいろな要素を考え

てご判断していただきたいというふうに思います。一遍には行かないです。よく理解できて

います。よろしくお願いをしておきたいと思います。 

 それから、41ページの第２次総合計画の委託料です。第２次総合計画が、ネットも含めて

報告は、受けてないですけども、着々と進められているということであります。これは、こ

れから葛城市の10年にとって大切な計画であるわけでありまする現在の進捗状況、概要をこ

の機会にお伺いをしておきたい、このように思います。第２次総合計画策定業務委託料、第

１次には378万円の予算でありましたが、本格的に製本もし、もうでき上がってくるんじゃ
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ないかというふうに思うわけであります。 

 なぜ私がこのことを強調するかといいますと、これまで、この総合計画、基本構想という

のは、議会の議決の対象でした。ところが、地方自治法の改正において、これは当然議会と

して、地方自治体として、法律に定めることなくても、やっぱりちゃんと中長期の計画をも

って運営することが当然のことだからということで削除されたわけでありますけども、やは

り私たちが議会としての意思決定をできなくなったということで、どういう総合計画ができ

るのかというのは大きな関心事であります。新年度の予算において、どの程度のどういう手

順で成果品が私どもの手元に届くのかということもお伺いをしておきたい、このように思い

ます。 

 以上です。 

朝岡委員長 米井企画部長。 

米井企画部長 企画部の米井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ただいまの白石委員の質問でございます。バスの運行の基本といたしましては、市内のル

ートからも、午前中に大和高田市立病院まで着くことを基本として、コミバス及び連携する

環状線の路線及び時刻表を作成しておるわけでございます。その後は、乗務員の休憩等も考

慮しての現状の運行ということになっております。また、その他に既存施設として大いに活

用、利用されております、いきいきセンター及びゆうあいステーションの利用を基本として、

各地区を回り、さらに、大型スーパー、近鉄、ＪＲの駅を網羅しているわけでございます。 

 このような状況の中、住民各位の利用状況もさまざまであることから、その全ての乗り継

ぎをスムーズにすることは難しい状況がございます。市民病院からの帰りの便につきまして

は、外回り、内回り、両方で８時から、ほぼ１時間の幅で市内に帰るバスを運行しておりま

すが、おりられるバスによっては逆回りとなることがございます。それにより時間がかかる

ことが当然あるわけでございます。環状線である以上、ご理解賜りますようにお願いいたし

ます。今、今回、一定ご意見を頂戴いたしましたことを踏まえまして、次の改変時の課題と

して生かしていきたいと考えております。 

 次に、朝の便でゆうあいまでの便がないことということでございます。この件についてで

ございますが、早朝バスが外回り一部区間運行していない理由といたしましては、先ほど委

員がおっしゃいましたように、ゆうあいステーションが開館前であることから、以前と同様

の運行上の措置としているところでございます。なお、観光駐車場まで行くことにつきまし

ては、関係地区のご意見も頂戴いたしながら、次の改変時の課題とさせていただきたいとい

うふうに思っております。 

 それから、大和高田駅の乗り入れ及び交流センターの乗り入れということでございます。

先ほど、課長の方から申しましたように、既存路線のあるところは非常に難しいということ

がございまして、大和高田駅まではやはりそういう既存の奈良交通の路線バスがございます

ので、葛城市のコミュニティバスが乗り入れることは非常に難しいということが考えられる

わけでございます。ただ、広域連携の一環といたしまして、相互乗り入れも含めまして、乗

り継ぎを検討する方向で該当市と協議していくこととしております。より便利な公共交通機
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関の構築を目指していきたいというふうに考えておるわけでございます。その１つとして、

交流センターの乗り入れも、将来、尺土駅前広場の大和高田市のコミュニティバスの乗り入

れも検討課題として入ってくるものというふうに考えております。 

 もう１点、料金の減額についてでございます。現在の料金は100円といたしまして、未就

学児童、障害者については無料、70歳以上の方及び小学生を半額の50円としているわけでご

ざいます。もちろん、１日、同料金にて乗り放題としているところでございます。 

 現在、有料化につきましては、市民アンケートにより42％の方が有料化して運行を継続す

ることのご意見をいただき、そして59％の方が100円とのご意見があったことを考慮して、

現在の運行状態とさせていただいているわけでございます。 

 運賃でございますが、近隣の市町村と同額または安価ということになっております。特に、

70歳以上の半額対応というのはほとんどございません。小学生についても、ほとんどの市町

村で半額を徴収しているところでございます。利便性の向上のために台数を確保し、その経

費の削減のために、特別地方交付税の対象となる有料化を行っていることもあり、大きく減

額対象をふやすことは非常に難しいと考えております。これらにつきましては、ご理解を賜

りますようによろしくお願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

朝岡委員長 山本総務部長。 

山本総務部長 総務部の山本でございます。 

 私の方からは、この機に防災行政無線の予算計上に至った、これの理由と経過ということ

であったかと思います。既に先ほども申しておりますように、旧新庄町の地区については、

昭和30年代後半より有線放送を活用されての広報、防災情報を流されておると。また、旧當

麻町においては、平成７年より、アナログの防災行政無線を活用させていただいて対応して

おると。いずれも、有線については、約50年以上経過、またアナログの防災行政無線につき

ましても20年を経過して、劣化また老朽化が著しいと、こういう現状でございます。加えて、

このアナログの行政無線につきましては、平成34年が旧のスプリアス企画の中でもう使用期

限という位置づけがされておる中で、合併以降、これらにかわる新たな情報手段というのを

模索してまいったわけでございます。 

 こんな中で、大きく防災行政無線に至りましては、経費的にもかなりかかる中で、特定財

源、特にこの子機、旧両町とも、有線、無線においては、各家庭に子機を無償貸与で現在設

置させていただいております。この子機に係る財源が特に見込まれなかったと。このことに

よって持ち出し額が非常に大きい額となっておった中で、なかなか予算化することもできず、

これまでに来ておったわけでございます。 

 こういった経緯の中で、平成26年度には、県の方の財政担当課、また防災の担当課２課来

ていただいた中で、県内新たなそういった防災システムを考えておる12市町村が集まって、

葛城市で３度ほど勉強会をさせていただいたところでございます。そのたびに、県には財源

の確保といった中で何かよいものはないかとか、こういうのを繰り返しながら、現在に至っ

てきたと。 
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 しかしながら、子機につきましては、備品という中で、起債対象には原則的にはならない

ということで、なかなか思い切った予算計上の着工というのが思いきれなかったというのが

現状でございますが、これが平成27年度に初めて総務省の方から、平成27年度地方債につい

ての質疑応答集というのが出されたわけでございます。ここで初めて、防災行政無線の戸別

受信機を整備する場合は、スピーカー等々と一体で整備する場合については防災・減災事業

債の対象となると、これが初めて明言されたわけでございます。 

 このことによって、大きくネックとなっておりましたこの防災・減災事業債100％の充当

で、交付税算入率が70パーセントと、措置率も70パーセントでございます。合併特例債が95

の70で、措置率66.5に加えて、より有利な起債ということで、総務省の方より適債というこ

とで明言となったことにより、この機を逃して整備はできないという判断から、今回予算計

上させていただいたと、こういう経緯でございます。 

 以上でございます。 

朝岡委員長 本田総合政策企画監。 

本田総合政策企画監 総合政策企画監の本田でございます。 

 先ほど、白石委員からご質問いただきました第２次総合計画についての進捗状況について

ご説明させていただきたいと思います。 

 前回、12月議会において全員協議会において総合戦略と総合計画の進捗状況を報告させて

いただいたかと思いますけども、12月議会の全員協議会の際では、市民向けのアンケートの

結果というものをご報告させていただいたかと思います。そういったアンケート結果を踏ま

えまして、１月に総合計画の審議会というものを開催させていただきまして、まずは事務局

の方から、総合計画の中で、一番大きなキャッチフレーズといいますか、大きな目標となる

ような都市像と、それにひもづく大きく３つ、４つからなる政策の柱というものの事務局か

らたたき台を示させていただいたところでございます。それについて、審議会の方で議論を

させていただき、次回以降、もう少し具体的な施策内容の中身の議論になっていくかと思っ

ております。 

 そして、内部としましては、今、関係各部局に、それこそ委員ご指摘のとおり、10年の長

い計画でございますので、これからその各部局ごとに、今後10年間のその葛城市をどうやっ

ていくのかというものを、各担当部局の目線から考えていただいておりまして、その中でど

ういった目標を立てるかというところをまず考えていただいておりまして、もちろんその計

測のしやすいような目標であるとか、効果がわかりやすいような指標を考えていただくであ

るとか、それにひもづくような、具体的にじゃあどういった取り組みをすべきかと、今後10

年間の取り組みというものについて、各部局に対して照会させていただいておりまして、そ

れを取りまとめたものを具体的な取り組み内容として総合計画の方に掲載させていただいて、

それをまた審議会の方で議論いただいた上で、少しずつ詳細を検討していきたいと思ってお

ります。 

 そして、一定の議論をさせていただいて、さらに、パブリックコメント等、所定の手続を

させていただいた後で、おおよそ秋ごろには総合計画の第２次総合計画、前回ができたのは
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平成18年10月だったかと思いますので、そういったものに間に合わせるようにさせていただ

きたいと思っております。 

 以上です。 

朝岡委員長 白石委員。 

白石委員 公共バスについて、米井部長の方から詳細にご答弁をいただきました。本当に実際に使わ

れて、実際に経験をして、そういう方々がご意見、ご要望をお寄せいただいています。内回

り、外回りという形で、ここが中心の理論になっているわけですけども、当然、内回りで行

った人が外回りで帰ってきたら67分かかるとか、こんなもん、とってもじゃないけどそんな

ん使えないわけですから、やはり内回りなら、次、外回りで帰れる、内回り内回りでは無理

だから、やっぱりそういうふうにもう少し連携をしていただいて回送していただきたい。 

 今回は、特定の地域を具体的に言ってしましたけども、もっともっとたくさんの方々のご

意見があります。設備投資を、本当に交付税措置等で対応していただいているということが

ありますけども、大きな初期投資をしているわけですし、また運営費も8,000万円近い運営

費もかかってやります。こういう初期投資、ランニングコストが本当に市民の皆さんに本当

に還元できるというか、使いやすいそういうものにしていくということで、よりこの市民の

皆さんの声に耳を傾けて改善を繰り返していただきたいということを述べておきたいと思い

ます。 

 料金の問題もそうです。これは、お年寄りのことについてはあまり無理を言うことができ

ないと思いますけども、子どもたちは、その夏休みの限られた期間、やっぱりプールへ行く

のは、もちろん温水だからいつでも行けるんですけども、やっぱり多くは、そういう限られ

た休みの日に使いたい。そのときに、いろいろな声が寄せられているんですね。「行きにく

なるな」という声です。これは、なかなかやっぱり国の助成を受けるという点では若干の問

題があるにしても、これは一工夫できるのではないかというふうに考えますので、よろしく

お願いをしたい。 

 他市との連携、協働の点です。これまで奈良交通は、これは今、その地方自治体を持たな

くて、主要な駅とかを中心に回ってきたわけで、やはりこれは民間の企業だからこそできた

ことでありますけれども、やっぱり市民の皆さんの利便性を図るという点では、市内だけで

はなくて、他の市にまたがって、市民の皆さんの生活の動線を確保していくというのが、私

は大事なことじゃないかと。地域の連携がそういうことを実現できることだと思います。 

 米井部長の方から、前向きなお答えをいただいているというふうに思っております。ぜひ、

次の改定のときにご検討いただくとともに、広域の場合はちょっと時間がかかりますけれど

も、よろしくお取り組みを求めておきたいというふうに思います。 

 それから、防災行政無線の件でありますけども、部長が答弁されたとおりだと思います。

奈良県では、奈良モデルみたいな形で奈良県が中心になって、やはりその防災・減災のため

のいろんな事業を、各市町村に呼びかけて進めていこうということで、その補助金の制度も

つくってやろうとしています。しかし、それが、私どものまちの全体を、子機も含めてデジ

タル化していくということとマッチするかどうかわからないですけど、そういう取り組みを
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して、やはり県ときちっと連携をして、県の事業はどういうふうに活用できるのかというこ

ともやっぱり考えていかないかんという話だと思います。 

 今、言われましたけども、決断した中身は、平成27年４月に総務省のＱ＆Ａの中で明記さ

れているというのはあります。しかし、これは４月１日なんですね。そのことから推測する

と、もう平成26年度中にはやはり子機を含めて、その行政防災無線に対して適債事業として

内部では固まっていたのではないかというふうに思います。 

 そういう意味では、総務省そのものがやはり明確にＱ＆Ａという形で出す時期がやっぱり

遅い。これは、遅い早いは確かにあるけれども、いつかはやらないかんことだから、これは

思い切ってやらないかんのやけど、やはり本当にこの平成26年から平成28年の３年間でこれ

をやろうということでしょう。本当にそれだけで終わっちゃうのか。いやいや、そうじゃな

くて、平成29年以降も、この緊急防災・減災事業債は継続すると、そのように地方財政計画

では書かれていたと思うんですが、しかしその中身がわからないわけです。 

 だから、やはり、今、葛城市は新市の建設計画を本当に旺盛にやっている中で、本当に財

政規模も160億円を超える規模が２年間も続いているわけで、これは有利な起債を活用して

やるのは大事なことなんですけれども、やはり将来のこの財政の負担をどうしていくかとい

うことを考えるならば、平成29年度以降にはそういうことは考えられなかったのかと。ある

いは、平成26年度、平成27年度スタートはできなかったのかというふうな、いろいろな想定

されるわけで、そういう意味で、ちょっと本田総合政策企画監がいるわけやから、平成29年

度以降はどうなるんですか。その点、ちょっと聞かせていただきたい。 

 それから、総合計画のことです。総合計画については、やはり全員協議会を開催していた

だいて、一定の報告を受けていますけども、これはもう本当にその取り組みの端っこを伺っ

ただけで、中身については、全くどういう議論が尽くされて、どういう状況になって、どう

いう方向に行くのかというのは、全くわからないという状況であります。 

 そういうことで、できるだけ議会ごとに、これはまた全協がありますから報告されると思

いますけども、ご報告をいただきたい。これは、行政に対してのお願いです。議会からも入

っていただいています。やっぱり議会から入っておられる委員については、議長がここにお

られますので、やはり遂次そのご報告をいただきたい、このように思います。これは、今後

10年の計画ですので、やはり我々はそのことに対して、いろいろ本来ならば提言もし、でき

ているわけですけども、そういうこともできませんので、ぜひよろしくお願いをしておきた

い、このように思います。 

 その点だけちょっとお聞きしておきたいと思います。 

朝岡委員長 本田企画監。 

本田総合政策企画監 ただいま白石委員からご指名ということですので、私の方から回答させていた

だきたいと思うんですけども、地方債の適債がどこまで適用できるかということについては、

将来的な部分がどこまで確保されるかというのはちょっと不透明な部分もありますので、そ

ういう意味で、今回の事業に至っても、使えるうちにはしっかり適用になるうちに使われる

もんだと思っております。 
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 また、総合計画についても、委員ご指摘のとおり、全協の場でもご説明させていただきま

すし、議会の先生方が入って議論に参加していただいておりますので、そういった中で、遂

次その議論の内容についてもご報告させていただきたいと思いますので、ご指導のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

 以上です。 

朝岡委員長 白石委員。 

白石委員 平成29年度はどうなるかというのは、これはなかなかわからないというふうに思いますけ

れども、私とすれば、今、いろいろ事業が押していまして、これからまたスポーツゾーン計

画も出てくるわけですよ。でき得れば、この起債事業が平成29年から、平成30年、平成31年、

３年間ぐらい延長していただくと、そういうことによってやはり起債が集中しないようにで

きたら、私は一番いいことではないのかというふうに思ってお伺いをしたわけでありますけ

れども、現状の私たちがこの手元に寄せられる資料からすれば、一応その平成26年の地方財

政計画あるいは地債計画によって、平成26年から平成28年の３カ年ということで一応区切っ

ておられるので、これはもうここで踏み込まざるを得ないのかなというふうにも思いますけ

れども、そこは非常に政治判断というか、それは市長以下、苦しんだ中でやられたことだと

いうふうには思いますけれども、やはり事業はどんどん起債事業でやればいいというわけで

すけども、有利な起債で、しかし、私は経験はやっぱり地方単独事業という事業が90年代と

か、国は19兆円ぐらい毎年確保して、これは交付税で措置しますということでどんどんやっ

たんですね。市町村はそれに、乗っかって「これは補助金と一緒だ」と、「行け行け」とい

うことで行っちゃって、もう文化会館をいっぱいつくって、いろんな施設をつくって、それ

は後から返ってきますけども、単年度単年度の予算がなかなか厳しくなってきて赤字に転落

するというのも経験もしてきました。 

 そういうことですから、できるだけ、やはり集中して事業をするんじゃなくて、やはり危

機管理として分散をして、できるだけ負担を減らしていくということが必要ではないのかと

いうことからお伺いをいたしました。ぜひ、その辺を留意をして財政運営を考えていただき

たい。事業の執行を考えていただきたいということを述べて、終わっておきます。 

朝岡委員長 ほかに質疑はございませんね。 

 １款、２款はこれで質疑を終結いたします。 

      休 憩 午後５時４０分 

      再 開 午後５時５０分 

朝岡委員長 それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 続いて、３款、４款の内容説明を求めます。 

 山本総務部長。 

山本総務部長 それでは、３款の民生費からご説明申し上げます。事項別明細書につきましては、52

ページとなります。 

 まず、３款民生費、１項１目の社会福祉総務費でございます。７億9,976万6,000円を計上

いたしておりまして、職員27人の人件費初め、国民健康保険特別会計、また後期高齢者医療
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保険特別会計への繰出金が主なものとなっているところでございます。 

 次に、２目の国民健康保険医療助成費につきましては、１億7,554万5,000円の計上でござ

います。 

 続く３目の後期高齢者医療保険医療助成費につきましては、7,916万円の計上をいたして

おるところでございます。 

 次に、４目の障害福祉費でございます。７億4,385万円の計上でございまして、障害者福

祉に要する経費でございます。扶助費では、介護給付費、訓練等給付費などの予算を計上い

たしておるところでございます。 

 56ページに移りまして、５目の老人福祉費でございます。４億9,133万5,000円の計上でご

ざいまして、老人福祉施策に要する経費でございます。扶助費では、敬老年金。繰出金では、

介護保険特別会計への繰り出しが主なものとなっておるところでございます。 

 次に、６目の介護保険料助成費でございます。602万1,000円でございます。介護保険料助

成費繰出金を計上いたしておるところでございます。 

 続く７目のいきいきセンター管理運営費でございます。3,671万4,000円でございまして、

いきいきセンターの維持管理に要する経費の計上となっております。 

 59ページに移りまして、８目の福祉推進費でございます。１億3,229万8,000円の計上でご

ざいまして、福祉総合ステーションの指定管理委託料、また社会福祉協議会への補助金など

が主な内容となっております。 

 次に、９目の旧老人保健医療事業費でございます。15万円の計上でございます。 

 続く10目の臨時福祉給付金事業費でございます。4,933万1,000円の計上でございます。 

 ページ変わりまして、60ページでございます。２項１目の児童福祉総務費でございます。

３億2,583万2,000円の計上でございまして、職員６人の人件費と児童福祉に要する経費でご

ざいます。扶助費では、乳幼児医療費扶助、また子ども医療費扶助などが主なものとなって

おります。 

 次に、２目の児童措置費でございます。11億8,377万3,000円の計上でございまして、児童

手当費、子どものための教育・保育給付費などが主なものとなっております。 

 次に、３目の保育所費でございます。３億6,219万4,000円の計上でございまして、職員28

人の人件費初め、公立保育所の運営に要する経費となっております。 

 ページ移りまして、63ページでございます。４目児童館費でございます。１億2,842万

5,000円の計上で、職員１人の人件費と児童館と学童保育所の運営に要する経費でございま

す。 

 次に64ページでございます。５目ひとり親家庭福祉費でございます。2,550万円の計上で

ございます。 

 続く６目の地域子育て支援センター事業費1,856万2,000円の計上でございまして、職員１

人の人件費初め、地域子育て支援センターに要する経費の計上となっております。 

 次に、７目の子ども若者サポートセンター事業費でございます。１億85万3,000円を計上

でございまして、職員４人の人件費初め、子ども若者サポートセンターに要する経費でござ
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います。 

 ページ変わりまして、66ページでございます。３項１目の国民年金事務取扱費でございま

す。2,011万7,000円の計上でございまして、職員２人の人件費と国民年金事務に要する経費

でございます。 

 次に、４項１目の生活保護総務費でございます。3,494万1,000円の計上でございまして、

職員３人の人件費等、生活保護の一般事務に要する経費でございます。 

 ページ変わりまして、68ページでございます。２目の扶助費でございます。４億66万

5,000円の計上でございます。生活保護の扶助に要する経費でございます。 

 次に、５項１目の災害救助費でございます。1,140万円の計上でございます。 

 次に、４款衛生費に入らせていただきます。１項１目の保健衛生総務費におきましては、

1,887万8,000円の計上でございまして、保健衛生事務に要する経費でございます。 

 次に、２目の予防費でございます。１億1,239万2,000円の計上でございまして、小児肺炎

球菌予防接種また高齢者インフルエンザ予防接種など、各種予防接種に係る委託料が主なも

のとなっております。 

 70ページに移りまして、３目の生活衛生費でございます。61万6,000円の計上でございま

して、狂犬病予防に要する経費でございます。 

 続く４目の健康づくり推進事業費3,398万8,000円の計上、胃がん、肺がん、子宮がん等、

各種検診に要する経費でございます。 

 次に、５目の母子保健事業費でございます。3,749万5,000円の計上でございまして、母子

保健に要する経費で、妊婦健康審査に係る委託料が主なものとなっております。 

 次に、６目の保健施設費でございます。１億2,638万9,000円計上いたしております。職員

13人の人件費初め、保健施設維持管理に要する経費となっております。 

 73ページに移りまして、７目の環境衛生費でございます。8,628万5,000円の計上で、職員

４人の人件費と環境衛生に要する経費となっております。 

 ページ変わりまして、74ページでございます。８目の火葬場費でございます。2,482万

8,000円の計上でございまして、火葬場運営に要する経費でございます。 

 次に、２項１目の清掃総務費でございます。9,664万円の計上でございまして、職員９人

の人件費と清掃事務に要する経費でございます。 

 76ページに移りまして、２目の塵芥処理費でございます。５億9,561万2,000円の計上でご

ざいます。職員14人の人件費と塵芥処理に要する経費でございます。 

 次に、３目のし尿処理費でございます。２億3,967万3,000円の計上でございまして、職員

６人の人件費と、し尿の収集運搬処理に要する経費でございます。 

 79ページに移りまして、４目の地域循環型社会形成推進事業費でございます。７億717万

6,000円の計上でございます。新クリーンセンターの建設等に要する経費を計上いたしてお

るところでございます。 

 以上をもちまして、３款民生費、４款衛生費の説明を終わらせていただきます。よろしく

お願い申し上げます。 
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朝岡委員長 ただいま説明を願いました部分に対する質疑に入りたいと思います。 

 質疑はありませんか。 

 白石委員。 

白石委員 １款、２款に引き続きまして、３款の民生費、４款の衛生費について質疑をしてまいりた

い、このように思います。 

 53ページからでありますけれども、４目の障害者福祉費についてお伺いをしてまいりたい

と思います。障がい者福祉については、これまで総括的に障がい者の収入の実態、非課税世

帯の実態がどうなっているかということ、そして実際に障がい者に対するサービスに対して、

どれほどの自己負担がかかっているのか、障がい者、障がい児についてお伺いをしてまいり

ましたし、それが実際に障がい者の社会参加というか、健常者と同様な行動を補装するよう

な状況になっているのかということで、お伺いをしてきたところであります。 

 この間、お伺いしてきたことは、障がい者の収入状況はどうなっているのかということが

１つです。障がい者家族の世帯数がどれだけあって、その世帯のうち非課税世帯はどの程度

あるかです。その点を、まずお伺いをしておきたいと思います。 

 それから、61ページの保育所費、あるいは63ページの児童館費。児童館費にあわせて、こ

れは学童保育のことについてお伺いをしておきたいと思います。それぞれ、費目ではありま

せんけども、葛城市には公立の保育所、そして私立の保育所がございます。旧新庄町、旧當

麻町の実態をそのまま受け継いできているわけでありますけども、この間の一般質問や、課

長、部長等にお話を聞いたところ、葛城市には待機者がいないというのが保育所では１点で

あります。 

 そこで、改めて待機者がいるのかいないのかという点です。いれば何人いるのか、お答え

いただきたいと思います。そして、その待機者の定義というか、どのような基準で、待機者

である待機者でないというふうにされているのか、お伺いをしたいというふうに思います。 

 そして、学童保育についても、現状の待機者というか、受け入れてもらえない、受け入れ

られない、そういう実態がどうなっているのか、それぞれ定数と登録数、実際の利用者等に

ついてお伺いをしておきたい、このように思います。 

 これで、３点。 

朝岡委員長 西川社会福祉課長。 

西川社会福祉課長 社会福祉課の西川でございます。よろしくお願いいたします。 

 先ほどのご質問、障がい者世帯数でございますけれども、申しわけございません。世帯数

というよりは、手帳の所持者数が数値で判明しておりますので、それの報告をさせていただ

きたいなと思うんですが、よろしいでしょうか。 

 まず、身体障害者手帳所持者ですけれども、１級から６級まで、全部で２月末現在1,427

人、また療育手帳所持者数Ａ、Ｂ合わせまして302人、また精神福祉手帳１級から３級合計

で173人ということになっています。また、非課税世帯数というのは、特にデータ的にはご

ざいませんけれども、収入的にはほぼないというところで、サービス類もそれに準じたサー

ビス割合を支給させていただいております。 
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 以上です。 

朝岡委員長 岡子育て福祉課長。 

岡 子育て福祉課長 子育て福祉課の岡でございます。よろしくお願いいたします。ただいまのご質

問にお答えさせていただきます。 

 まず、葛城市の保育所の現状でございますが、２月１日現在ですけども、公立保育所では

定員に対しまして、磐城第１は90人に対して58人、磐城第２が200人に対して191人、當麻第

１が90人に対して64人です。それから、私立華表保育園に関しましては、定員200人のうち

193人、浄正院保育園は150人定員で168人、はじかみ保育園の方が120人定員で104人、全体

的に定員数、公立、私立合計で定員が850人になります。そのうち、今、在園されているの

が778人でございます。 

 今のところ、待機児童に関しましてはございません。ただ、この保育園でということで待

たれている方はおられますけども、そのようなケースは国で言う待機にはなりません。 

 次、学童保育の関係でございますが、２月現在の登録児童数でございます。新庄学童につ

きましては、120人定員で161人、新庄北学童は、60人定員で79人、忍海学童は60人定員で80

人、磐城学童では120人定員で129人、當麻学童は60人定員で78人、合計527人となっており

ます。 

 以上でございます。 

朝岡委員長 待機の基準については、答弁していない。 

岡 子育て福祉課長 学童の方ですか。 

白石委員 国は保育所の待機者について基準をつくっているわけでしょう。 

岡 子育て福祉課長 定員内であいている保育所があれば、そちらの方に入ってもらうことができる

場合は、待機にはならないようになっております。だから、あいているところがあるのに、

保護者の方が、「ここでしか、あいてなくても待っている」と言われたら、それは待機には

ならないということになっています。 

朝岡委員長 白石委員。 

白石委員 まず、障害者福祉についてであります。この間の議論では、障がい者サービスが平成26年

度で３億7,562万円、そのうち自己負担が79万7,984円で、これらの自己負担率は0.21％であ

ります。障がい児のサービスについては、5,459万円で個人負担は224万4,464円、負担率は

4.11％、補装具の負担率は2.12％という状況になって、ほとんどの方が住民税非課税世帯、

非課税であり非課税世帯ということで、減免規定が適用されて、本来ならば、この受益者負

担で１割の10％の負担をしなければならないですけども、こういう形で軽減をされていると

いうことであります。 

 なぜ、障がい者の収入状況はとお伺いしたのは、これが本当に小さなものなのか大きなも

のなのかということで、それを図るためにお伺いしたわけでありますけども、現課では把握

をされていないということですね。当然、ほとんどの方が多分非課税世帯だというふうには

思います。ということは、本当に収入の少ない方々であり、家庭であるということが言える

と思います。 
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 これは、厚労省が今年１月５日にまとめた受給者の実態調査なんですけども、障害年金を

受け取りながら仕事をしている人の半数近くは、年間の賃金が何ぼになっているかというと、

50万円に届かないという実態がわかったと。厚労省の実態調査なんですね。年間の賃金が50

万円以下と、こういう状況があります。ということは、年金はもちろんのこと、労働収入だ

けでは生活ができないというのがまさに浮き彫りになっているわけで、本当に障がい者サー

ビスに対する個人負担、障がい児のサービスに対する個人負担、補装具の負担も、これは決

して私は軽くないというふうに思うんです。 

 そういうことからしたら、やはり障がい者に対する経済的支援、あるいはその行動範囲を、

社会生活が健常者とともに営めるような行動範囲を、そういう環境をつくるという施策がや

はり求められるというわけです。その点で、この地方自治体の役割は非常に大きいわけです。 

 国は、これまで基本的には応能負担であったと。能力に応じて、また収入に応じて負担し

てきたわけですけども、受益者負担という形で、障がいが重いほどこの負担割合が高くなる

と、こういう制度に変えてそのまま引き継がれているわけで、この実態からしたら、それこ

そ地方自治体が頑張らないと、もう障がい者の平等とかそういうことは維持できないという

状況であります。 

 そこで、新年度には、このことは議論してきたわけでありますけども、どのようなことが

ご配慮され、予算化をされているのか、その点をお伺いをしたいと思います。 

 それから、保育所の問題です。待機者はゼロであるということであります。国の待機者の

基準というのは、その市内、その地方自治体の私立、公立合わせた保育所の定員より入所者

が少ない状況であれば、いろいろな地域的な事情、その交通等の事情によって入らなくて、

自分のその住まいに近いところで待っている人たちは、待機者ではないということになるわ

けですね。そういうことですね。 

 ですから、こういうお父さん、お母さん方の声があるわけですね。本当に、すがる思いで

相談をし、就労証明も持って行って、何とかこれから働いて、子どもたちの学費とかやっぱ

り家計を助けるためにローンも払っていかないかんということのためにしようと思っても、

身近なところに空きがない。これは新庄地域の人ですから、浄正院も華表もはじかみも入所

できないことになれば、やっぱり當麻へ行くとか磐城へ行くとかという形になるわけです。

事実上、送迎してくれるわけではないですし、親が送っていかなきゃならない。仕事が御所

の方に行かなきゃならなかったら、１回磐城に行って當麻に行って、それから御所の職場へ

行かなきゃならないみたいな話になるわけで、これはもう本当にその就業するという、女性

が活躍する社会、一億総活躍の社会を目指す今の国の施策からしても、こんな状況はやはり

私は問題だというふうに思うんです。 

 新庄の方でいっぱいだから、じゃあ當麻の方で何とかなるんかと思ったら、やっぱり年齢

によって受け入れられない、定数はあいていると、あいているけども、年齢によって受けら

れない。それはゼロ歳児からいろいろあるわけですから、そういう方々が待機者でないとい

うことになれば、これは行政として本当に女性が活躍するそういう社会をつくっていく。一

億総活躍社会をつくっていくということからしたら、これは、そんなことではとても間尺に
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合わない。待機者がないから、じゃあもう新たな定数をふやしていくための手だてに取りか

からないということでは、やっぱり困るわけですね。 

 そこの点は、今、現状どのように認識をされていて、「いやいや、もうそんなん待機者は

いないんだから、もう何もする必要はない」と、そのように考えておられるのか。やはり、

何らかの形で、そういう地域的な問題、交通の問題とかで、実際に利用できないという方々

に対して、どのように対応していくという考えを持っているのか、お答えをいただきたい。 

 学童保育については、これはもう、どこもいわゆる定員オーバーですね。具体的に、これ

までの議論では、その定員オーバーでの登録数はあると。しかし、実際に利用する人が、

「定員内におさまっているから、これは何とかいけてますねん」と、こういう話だったけど

も、最近はやっぱりそうでもないみたいで、やはり学童保育に入れないという人たちの訴え

は、やはり届いてくるわけですね。 

 今までは、私もそういう認識でしたから、待機者はないと。そして、学童保育も一応入れ

るというふうに思ってきましたし、またそのように施策もやっぱり打ってきた。磐城第２の

保育所は、それこそ立派な定員200人のをつくってきた。そして、新庄も学童保育所をつく

り、忍海もつくり、そしてまた新庄北小でもつくっていくと。こういうことをやってきてい

るから、まさかそんなことがないだろうと思っていたら、そういう声が届いてきている。全

国ではもっとひどいんですね。20カ所に落選をして、どこも入るところがない。大きな町や

ったら、それは20カ所どころじゃないですよね。もっとたくさん保育所があるでしょうね。

しかし、そこでどこかであきがあれば、これは待機者でないなんてことだってあるわけです。

これでは、やっぱり本当に対応できないのじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。

新年度で、どのように対応されるおつもりか、お伺いをしておきたいと思います。保育所を

初め、学童保育についてお伺いしてみて、そういう現実がありますということで、事実に基

づいてお尋ねをしたいというふうに思います。 

朝岡委員長 西川課長。 

西川社会福祉課長 社会福祉課、西川でございます。よろしくお願いいたします。 

 障がい者の方に対する制度のサービス関係でございますけれども、平成27年度につきまし

ては、精神福祉手帳１級所持者について、福祉医療を実施させていただいております。１カ

月に通院当たり500円、また入院については1,000円を除いた額の助成でございますけれども、

市長が表明されましたとおり、２級の所持者にも拡充ということで、新年度予算に計上させ

ていただいております。主にはそういったものでございますけれども、またサービス内容と

して障がい区分の新たな支援区分の創設、また共同生活介護ケアホームやグループホームの

一元化といったものが制度的に１つとなっているところでございます。 

 以上です。 

朝岡委員長 岡課長。 

岡 子育て福祉課長 ただいまの保育所の件でございますが、子育て世帯に対しましては、やはり受

け入れられるように、公立保育所だけじゃなくて私立とも連携しながら進めていきたいと思

っております。調整しながらしていくということでお願いしたいです。 
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 学童保育所に関しましては、今おっしゃっていただいているように、登録人数に対して利

用人数というのが大体60％ぐらいになっております。その形の中で今運営しているという状

態でございまして、今度、平成28年度の募集をさせていただいた中で、やはり新庄学童の方

の応募人数がちょっと予定より多いので、教育委員会の方で学校の余裕教室、放課後に余裕

のある教室を借りまして運営していく予定をしております。新庄北小におきましては平成28

年度に施設整備をしますので、その間は余裕教室があるということですので、また教室を借

りまして運営していく予定でございます。あと、やはり指導員の方も、それに対してまた増

員させていただいて運営していくということでご理解できたらと思います。 

 以上でございます。 

朝岡委員長 白石委員。 

白石委員 障がい者福祉の件では、先に課長の方からご答弁いただいた精神障がい者の医療費の助成

のことで、これはまた後でやりたいというふうに思いますけれども、やはり障がい者の方々

は、本当に苦しい生活の中で、やはり自分も地域で生きている、そして自分も地域の中で役

立てる、地域のいろんな活動に参加をしたいという強い強い思いを持っています。 

 そんな中で、利用者の方々がいろんな施設にお世話になっている方が多いわけであります

けれども、給食費や利用料を助成してほしい、あるいはその障がい者の就労支援という立場

から、市の事業、さらに、公共施設の維持管理において、率先をして障がい者を雇用をして

もらいたい、障がい者の作業所と連携をしてもらいたい、こういう声が寄せられております。 

 やっぱり、障がい者もスポーツやそれから文化活動に健常者とともにやっぱり取り組みた

いという要求があるんです。しかし、そういう環境はやはり整えられていないわけです。私

は、スポーツや文化活動に参加できるように、いろいろな公共施設で行われているこの教室

やクラブに参加できて、ともにできる、あるいは障がい者だけを集めてスポーツや文化活動

に参加できる、そういう機会をやはりつくっていただきたい、このように思います。 

 この点、給付だけの仕事では、これはもう到底、障がい者の生活を支える、あるいは文化

的な生活を確保していくという点では非常に困難だということで、市長初め、原課はどんど

んと積極的にこの施策を打ち出していただきたい、このように思います。 

 それから、保育所であります。待機者がいないということであるけれども、実際に何カ所

にも顔を出し、また電話をし、お願いをしても、なかなか入れない。そういうことが、葛城

市でも起こりつつあるということです。このことをやっぱり自覚をしていただいて、保育士

をふやしていかなきゃならない。基本的には、施設の規模、その定員があれですけども、保

育士をきちっと身分保障をして、給与も保障して確保して、年齢によっては受け入れられる

ところと受け入れられない年齢があるということでは、やはり困るわけですね。やはり、親

たちが、５月に何とか入れるようになったと。しかし、ところが今度は、上の子の学童保育

があいてない。これを待たないかん。もうできたら６月には仕事をしたい。もう雇用主から、

「早く来てもらいたい」、こういうように言われても、実際に就労できない。こういう状況

なんですね。 

 私は、若いお母さん方が、本当に必死になって保育所の入所や学童保育所の入所を頑張っ
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ているという姿を見て、これはもっともっと私も現状の議論に甘んじることなく、やっぱり

先を見越した形で議論をせないかんなというふうに思います。ぜひ、原課は現状を、実態を

把握していただいて、緊急機敏な手だてを打っていただきたい。このことを求めておきたい。 

 また、本当に窓口でその人たちの立場、身になって、やはり一緒になって考えて、解決策

を出していただきたいということを述べておきたいというふうに思います。 

 以上です。 

朝岡委員長 ほかに質疑は。 

 西井委員。 

西井委員 これは簡単な質問ではございますが、なかなか簡単やけど中身は難しいと思います。老人

福祉費の中で、近隣市町村も含めた敬老会記念品、また敬老祝い品、また敬老会公演委託費

とかいう形で、敬老会のことについてはかなり配慮されていることは、私も認識しているわ

けでございます。また、80歳以上の方に敬老年金7,152万円、大きな予算を使いながら、お

年寄りに喜んでもらっていることは私も認識しているわけでございますが、私は確か10年以

上前から敬老会の送迎については、當麻町の時代は、各大字の送り迎えがあったが、合併後、

なしになった。そのことについては、やはり年に１回の敬老会に、その地域の方々が違う地

域の方々の交流の場として参加しやすいようにということで、送り迎えをどうか考えてほし

いということは何度も申し上げたという記憶があるし、また４、５年前ですか、前向きに検

討しますという返事もいただいているわけでございますが、一向に前向きな検討が全然予算

には反映されていない。前向きという返事がどうなったのか。これは、私は当然厳しい話を

言うわけですが、やはり特に地域性もあると思います。 

 例えば、私どもの大字の加守でしたら、毎年厳しい予算の中で、やはり年寄りには長年ご

苦労かけたという中で、バスを大字で費用を出して敬老会に送り迎えされているわけでござ

います。また、それだけでなく、この款とは関係ないですけど、運動会に関しては、染野、

新在家とか、いろんな大字が大字でお金を出して送り迎えしているという状況もあるわけで

すが、運動会については当初からなかった問題ですが、敬老会については、當麻町の時代か

ら合併の話の中で、「サービスは高く負担は軽く」という文言を言いながら合併したわけで

ございます。ところが、現実ではそういうことが忘れられているというか、やはり合併のと

きの話とは違う面の１つではないかと思うわけでございます。 

 長々と同じことを言うようになるわけですけど、厳しい話で言えば、その前向きに検討す

るというのが一切検討されてないと、ほかの市町村に比べたら年寄りに対する施策が物すご

く、葛城市は確かに褒めてもらえるような施策がされているわけですが、その点についてだ

けが、若干得心ができないと思っているわけでございます。その辺について、前向きに検討

するという、検討の経緯も含めて教えてもらいたいと思います。 

朝岡委員長 山下市長。 

山下市長 前々から、西井委員の方から、ご要望いただいておるところでございます。距離に応じて

出したらどうやろうかとかいう、いろんなお話をいただいております。葛城市は先輩がいて

今があるということも十分承知をしておりますけれども、いろいろと財源が厳しい中でやっ
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ておるというところもご理解をいただきながら、どういうふうにしていけば皆さん方にご納

得をいただけるのか、引き続き検討させていただきたいというふうに思っております。 

朝岡委員長 西井委員。 

西井委員 なかなか返答が厳しいと、難しいと、前向きに検討するという、またいろんな考え方、ま

た会場自身にバスが何十台も入ってくるという問題もあると思いますので、またいろいろと

方法も含めて、議員活動の中で相談させてもらえるということで、厳しく申し上げるという

ことで検討してもらいたいということだけはお願いしたいと思いますので、その辺について

は返答だけ、もう一度、再度お願いします。 

朝岡委員長 山下市長。 

山下市長 重く受けとめさせていただきたいと思います。 

朝岡委員長 西井委員。 

西井委員 市長がそのような答弁をしてもらっておるので、またいろいろと考え方も含めて相談させ

てもらいたいと思います。 

 以上でございます。 

朝岡委員長 ほかに質疑はございませんか。 

 岡本委員。 

岡本委員 それと、61ページ、児童措置費の関係ですけども、負担金補助及び交付金の一時預かりの

確認なんですが、一応、今回、条例改正で、言い方が悪いですけども、安い方に統一された

ということになっておると思うんです。一応、旧の条例から見ますと、３歳以上は４時間で

900円、４時間以上は1,800円と、３歳未満につきましては、４時間が1,800円の、４時間以

上が3,600円、こういう料金であったんが、今回から安くなると、こういうふうになってお

るわけですけども、この一時預かり、私立の場合は１つの保育園しかないわけですけども、

当然、費用としては３歳未満の場合でもこの金額で支払いされると思うんですが、それでい

いのか確認をしておきたい。 

 それから、次の同じ措置費の中で扶助費の関係ですけども、児童手当の関係７億320万円。

この人数を教えてもらいたい。多分、３歳未満、あるいはまた３歳以上で小学校６年、中学

校非課税というようなことになっていると思うんですが、この人数を教えてもらいたいと思

います。 

 それと、62ページの保育所費の中なんですが、61ページから62ページにかけて、いつも聞

くんですが、保育料のいわゆる滞納の関係、公立でどのぐらいあるのか、私立でどのぐらい

あるのか、それを教えていただきたいというふうに思います。 

朝岡委員長 岡課長。 

岡 子育て福祉課長 子育て福祉課の岡でございます。よろしくお願いいたします。 

 まず、一時預かり事業の補助金に関しましてですが、これは公立保育所と私立保育所と１

園ずつ事業しておりますが、補助金に対しましては、華表保育園の方に補助するもので計上

させていただいております。 

 この額につきましては、さっきおっしゃっていただいておりました保護者負担につきまし
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ては、一律に先ほどの900円と1,800円という形でさせていただいておりますが、補助金に関

しましては、今度、ちょっと改正させていただきまして、今までは人数に対して補助金の額

ということでさせていただいておりましたが、国、県の補助金基準に基づいて、私立の華表

保育園の方に補助金として補助をするという形に変えさせていただきました。利用された人

数によって、国、県の補助金が規定されております、300人以上900人未満という形で一応見

込んでいまして、158万円を補助するという形で、今、計上させていただいております。 

 児童手当の方の人数でございますが、平成27年度の実績に基づいた人数により計上させて

いただいております。児童手当３歳未満が883人１万5,000円となっておりまして、１年分と

いうことで１億5,894万円です。次、３歳から小学校就学前の第１子、第２子、これは１人

１万円になります。これが2,828人、１年分で３億3,936万円。それから、３子以降、これは

１人１万5,000円になります。416人、１年分で7,488万円。それから、中学生に関しまして

は、１人１万円、994人、１億1,928万円。それから所得制限がありまして、この方につきま

しては１人5,000円、これが179人分を見込んでおります。１億1,074万円になります。それ

で、合計７億320万円ということでございます。 

 それから次に、保育料の滞納ですけども、11月現在で963万4,500円でございます。 

 以上です。 

朝岡委員長 963万4,500円、公立、私立別の金額は。 

岡 子育て福祉課長 すいません。ちょっと分けては、今は資料として持ち合わせておりません。 

岡本委員 私立、公立、わけられへんのか。 

岡 子育て福祉課長 今は持ってないんです。 

岡本委員 後で教えてくれたらいいわ。 

岡 子育て福祉課長 すいません。 

朝岡委員長 岡本委員。 

岡本委員 一応、一時預かりについては、基準が変わって300人から900人ということやな。一応、予

算上見ている、そういうことで予算上してあると、そういうことやな。人数につきましては、

細かく教えていただきました。あと、先ほど言いましたように、滞納分についてはまた後で

教えてもらいたいと思います。 

朝岡委員長 ほかに質疑はございませんか。 

 白石委員。 

白石委員 引き続いて、55ページです。54ページにも同じ事務に係る予算が計上されておりますけれ

ども、精神障害者医療扶助費とそれに係る事業事務手数料、これらをあわせてお伺いをして

まいりたいと思います。 

 これは、昨年の常任委員会等の議論の中で、実際に奈良県が平成27年度から障がい者１級、

２級について医療費を助成する、精神以外の病気とかそういうものに対して、入院、通院に

ついて、県が２分の１を出すから、市町村で２分の１を出して助成制度をつくるということ

になったわけでありますけれども、精神障がい者の家族の会等々の本当に涙ぐましい努力に

よってそういう制度ができてきた。 
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 しかし、市においては時期尚早というか、いろんな理由があったわけでありますけれども、

県が試算をした中には入院費等が含まれていないということとか、あるいは他の福祉医療と

の整合性の問題、あるいは１級、２級等の認定の問題で、東京と長野県がその認定数が一緒

だと、基準がどうなっているのか、こういう話で、県なりそれらが納得できないと12市につ

いては実施をしないということで、実施しなかったわけであります。ところが、この間、生

駒市が実施をされることになり、新年度において葛城市も実施する運びになりました。 

 そこで、まずはお伺いしておきたいのは、実際に１級のこの実施された実績、これについ

てお伺いをしたいということと、当初積算された２級を合わせて5,000万円というこの積算

は、今日の状況からしたらどういう状況になったのかという点もお伺いをしておきたい、こ

のように思います。 

 どのような、もちろん費用負担の問題もありましょうけども、精神医療の助成制度も２級

にまで広げるという経過、理由、この運びになったのか、その点もはっきりとお伺いをして

おきたい。当初の議論の中身からすれば、私は、障がい者や家族が被害者だと言ったら、加

害者は誰やみたいな話で、けんけんがくがく議論になったわけで、それが一転してこういう

形で、いいことでありますけれども、実施されるようになった経緯がやっぱり明らかにされ

なきゃならないというふうに思いますので、その点、お伺いをしておきたい、このように思

います。 

 それから、社会福祉協議会についてお伺いしておきます。最初の方にもありますけれども、

社会福祉協議会の基本的には補助金のところで触れたいというふうに思うわけでありますけ

ども、私が聞きたいのは、この間、やっぱり福祉基金の活用をして、その事業をどのように

給付された方々の期待に応えて運営され、成果を上げているかということを聞いてまいりま

した。 

 もう相当な金額が積み立てられているわけで、最近は、昨今は減っていると思いますけど

も、実際の基金の状況と活用、その事業とその成果についてお伺いし、新年度どのような取

り組みをされるのかお伺いをしておきたい、このように思います。 

 もう一ついいですか。衛生費の方にも入ってまいりたい、このように思います。79ページ

です。地域循環型社会形成推進事業費の、15節工事請負費７億394万円が計上されておりま

す。具体的なこの事業の中身について、お伺いをしておきたいと思います。 

朝岡委員長 西川社会福祉課長。 

西川社会福祉課長 社会福祉課、西川でございます。よろしくお願いいたします。 

 精神の障がい者医療扶助でございますけれども、先日も補正予算をさせていただきました。

県の１級の試算としては、所持者が56人でございました。実際にはそれよりも少なく、今現

在で23人でございます。また、１級の手帳所持者が入院、通院、どれぐらいのデータ数があ

るというデータはございません。それで、１人当たり入院医療費を、通常でしたらひと月３

万7,500円ということになり、年間45万円、これに対して56人という県の試算によって、

2,520万円という試算を立てさせていただきました。 

 それが、実際には医療費としては対象者も多くなく、また医療費としても実際そんなに多
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くかかっておりませんでしたので、このたびの予算措置としましては257万5,000円として、

１級手帳所持者の25人と年間10万3,000円ということで、予算を組ませていただいておりま

す。また、２級につきましても、県の所持者数よりかなり少ないと思われますので、今回に

つきましては、90人、また年間同じような医療費がかかると思われますので、10万3,000円

ということで、合計927万円、合わせて1,184万5,000円の医療費を組ませていただきまして、

また以前からあります精神通院医療助成費367万3,984円を合わせまして、1,551万9,000円と

いう予算を組ませていただいております。 

 次に、社会福祉協議会での新しい事業でございます。これにつきましては、ＩＣＴ街づく

りということで、先ほども発表がありましたように、健康支援、買物支援といった事業をし

ていただいております。また、毎月第３土曜日におきましては、ウォーキング教室、また健

康キャラバンといったように、２月末現在で638人といった入場者を数えております。この

ほかに、いきいきふれあいサロンとしまして、平成25年度より実施しておりますが、毎年、

団体数がふえておりまして、今年度２月末現在におきましては22件とふえているところでご

ざいます。 

 また、福祉基金の積立金額でございますけれども、今年度平成27年度はまだ集計されてい

ないということで、平成26年度末、２億9,404万1,244円という基金の積立金額がございます。 

 以上でございます。 

朝岡委員長 巽準備室長。 

巽 新炉建設準備室長 新炉建設準備室の巽でございます。 

 ただいまの地域循環型社会形成推進事業費のうちの15節工事請負費の内訳でございます。

新クリーンセンターの建設工事、継続費分の平成28年度分が４億4,094万円、それとその他

の工事としまして、進入道路に係る国道から施設までの舗装工事、これが3,200万円、それ

と同じく、区画線の設置工事、これが150万円、それと沈砂池の設置工事ということで瓦堂

池の沈砂池の設置工事が1,300万円、それと同じく瓦堂池の西側のフェンス設置工事、これ

が650万円、それと残り新庄クリーンセンターの解体工事ということで２億1,000万円、以上

でございます。 

朝岡委員長 白石委員。 

白石委員 精神障がい者の医療費の助成のことでありますけれども、課長の方から、その程度のご答

弁しかできない、こういうふうに思いますけれども、その平成26年９月12日に、厚生文教常

任委員会の会議録を見て、本当にこの精神障がい者の医療費助成はやらないかんねんという

ことになって実施されたのかどうか、この点をお聞きしたかったわけでありますけれども、

課長の方から、当初見込んでいたよりも手帳の保持者が少なかったですね。医療費が県の試

算よりも、例よりも少なかったという形で、一応その政策的経費という点からしたら、当初、

２分の１だから2,500万円ですか、そういうことで計算していたのが、それ以下で抑えられ

るということでいいのかな。そうですね。 

 この辺は、それなりに事実としてわかるわけでありますけども、その議論の中で、やっぱ

り、その金額がどの程度膨らむかもわからないという形で、市長会の中で議論されているわ
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けです。そして、市長会の中では、やはりこれは慎重にやっていかないかん、やるからには

みんな一緒に取り組んでいこうよと、こういう話し合いがあって、市長はこのように言って

いますね。「最終的にみんなで取り組もうということでございますので、時期を合わせて取

り組ませていただくということになっています」。こういうふうに述べられております。「そ

れとあわせて、もちろん他の身体障がい者医療との乖離がある」と、こういう話も１点、

「他の身体障がい者とか他の障がい者の補助が出ている等級よりも踏み込んだ補助になって

いる」と、「今度は、逆に他の障がい者の方々の医療補助と乖離してしまう」と、「その方々

よりも等級が深くなってしまうというところでもございます。そのバランス等も問題があっ

て、考えていかなきゃならない材料の１つである」と、こういうふうに言っておりますし、

先ほども言いました。長野県と東京との障がい者の手帳発行の数が同じだと、これはやはり

問題だというふうに言っていたわけでありますが、これらがちゃんとクリアされて実施され

るということになったのだろうかというふうに思うわけでありますけども、このたび精神障

がい者の医療費助成２級に拡大するというのは、ほかにどこのまちや市があるのか、お伺い

をしたいと思いますし、東京都と長野県の精神障がい者の認定の差異が調整され、整合性が

とれるような状況になったのか、お伺いをしたいと思います。財政的にはわかりました。そ

の点、お伺いをしておきたい、このように思います。 

 それから、社会福祉協議会の基金を活用した事業ということでお伺いをしたわけでありま

すけれども、課長がるるご紹介いただきましたが、それらは基金を運用しての活動なのでし

ょうか。その点、もう一度お伺いをしておきたい、このように思います。 

 それから、地域循環型社会形成推進事業についてでありますけれども、新庄クリーンセン

ターの解体費が２億円ということで、具体的に委託料ももう既に計上され、ちゃんとした計

画ができているというふうに思うわけでありますが、平成28年度の予算で、当然計上しなき

ゃ、これは日程的にはこれはせざるを得ないわけでありますけれども、やはり心配なことは、

実際に新炉が周辺環境の整備と合わせて竣工できるのかどうか、執行できるのかどうかとい

うやっぱり危惧があるわけで、その点について、「間に合うし、行けます」というふうに考

えておられるのかどうか、お伺いをしておきたいと思います。 

朝岡委員長 西川社会福祉課長。 

西川社会福祉課長 社会福祉課の西川でございます。よろしくお願いします。 

 まず、精神２級への拡充、よその市ということで、お尋ね、ご質問があったと思いますけ

れども、表明されているのは、先ほどもおっしゃいましたように、生駒市、香芝市、葛城市

ということになっております。また、ほかの市でも問い合わせをさせていただきましたが、

「やはり議会のこともございます。予算ということもありますので、ちょっと申し上げられ

ないというところもございます」ということで、今回、それについては控えさせていただき

たいと、わからない部分がありますので、ちょっと正確には言えないところがございます。 

 また、このいきさつでございますけれども、まず市長から平成27年度、当初予算の説明と

しては、まず１級から実施と説明されており、その推移を見守りながらスタートさせていた

だくというふうに説明されております。こういったことによって、市長の方から２級拡充と
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いうことで平成28年度予算計上ということでさせていただいたわけでございます。 

 また、手帳に関してでございますけれども、東京都と長野県とでは人口の差につきまして

６倍以上の差があるにもかかわらず、１級の所持者、東京都は6,500人、また長野県につき

ましては7,300人と、その割合というのが逆転しているところでございます。こうしたこと

で、ちょっと事務方の方から聞いておるんですけれども、知事に対して、精神福祉手帳１、

２級の所持者率に大きな隔たりがあるので、国に対して基準を明確にしてほしいとの要望が

出されたということを聞いておりますけれども、明確な返答がなかったということでござい

ます。ただし、国の方の事務方でも、障害年金などの診断基準も含めて検討も必要ではない

かなという認識はされているというのは聞いたりもしております。 

 次に、基金の活用でございますけれども、これらにつきましては、社会福祉協議会の方で

活用されております。それについての詳細は、利息分を活用した福祉活動に充てられている

というところを聞いております。 

 以上です。 

朝岡委員長 芳野市民生活部長。 

芳野市民生活部長 市民生活部の芳野です。 

 白石委員のご質問でございます。平成28年度におきまして、新炉建設の方は着実に推進い

たします。ただし、先日の委員会でもありましたように、進入路の１筆がまだ買収できてお

りませんので、現在、新炉建設準備室長がこの用地の交渉に随時当たっておりますが、そこ

のところが一番懸念されるところでありまして、室と部で着実に推進するようには進めてま

いりたいと思っております。 

 以上でございます。 

朝岡委員長 白石委員。 

白石委員 課長の方からご答弁があって、本来、市長が答弁されるべきだというふうに思いますけど

も、会議録がやっぱりきちっと残っているんですね。本当に市長会が一緒になってやりまし

ょうよと、市長が呼びかけてやっているわけです。 

山下市長 いや、それはちょっと誤解を招くようなことを言わないでください。 

白石委員 いやいや、そやけどそう書いていますよ。読みましょうか。 

山下市長 私が呼びかけてやっているというのは、ちょっと、今のは言い過ぎや。ちょっと発言訂正

してください。 

白石委員 いや、そのように書いていますよ。言いましょうか。「時期を合わせて、最終的に皆で取

り組もうということでございますので、時期を合わせて取り組ませていただこうということ

になっています」、こういうことになっています。 

山下市長 いや、私が提唱したという話と、また違うじゃないですか。 

 だから、それは市長会の話であって、私が提案をしてという話とは違うじゃないですか。

誤解を招く。それは訂正してください。 

白石委員 「福祉医療に関しましては慎重に考えていかなければならないということでございました

ので、これも市長会の方に申し上げました」と、やっぱり費用の負担の分とかいろいろ言っ
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ているわけですよ。ですから、私は、これをやるには、やっぱり市長会が一緒に一斉にやる

んだと思っていたわけでありますけども、実際には生駒と香芝、葛城市で一斉にやられるよ

うなそういう状況にはなっていないじゃないかというふうに思うわけですね。 

 だから、今、なぜこういうことを言うかというと、やはりこれを実施することによって、

どういうふうな、もちろん財源の問題もあるけれども、やはり精神障がい者のやっぱり他の

障がい者と比較して、この福祉医療について放置されてきた、そういう実態を把握して、や

はりぜひともやらにゃいかんという形でなってきたんだったら、私はこれはもう本当に評価

をし、喜ばしいことだというふうに思うわけであります。 

 しかし、そういう問題をいろいろ言っておきながら、もう１年もたたないうちに、今後は

予算化をしてやりますと。これは、何が動機でやるねんというところが全くわからない。そ

ういうことなんです。だから、これは平成26年９月の話ですよ。もうそんなときから議論し

ているわけです。こんな、やっぱり政策をつくって、それを予算化していく上では、やっぱ

りちゃんとこれまで市長が市長会と一緒にこの諸問題を解決をした上でやろうという、そう

いう合意があって進めてきた。しかし、諸問題は何ら解決をしていない。ですから、私は重

要なこととして、この政策の発生源がどこにあるのかと、提案に至るまでの経過はどうなっ

ているんだということが知りたいがために質問をしたわけであります。 

 循環型社会形成推進事業の工事費については、課長あるいは部長からご答弁いただきまし

た。土地の問題が大きな要因になっているというご答弁があったというふうに思います。そ

の責任は、この土地の所有者だけにあるわけではなくて、これは行政の市政、市長以下、や

っぱりそういうことが用地取得について障害になっているというふうに私は思います。だか

ら、やっぱりそれこそ誠意を持って対応していかないとだめでしょうし、やはり市長も当然

足を運んで、やっぱりこの事業を完遂するためには、ちゃんとした話し合いをもって協力し

てくれと言っていくべきだというふうに思います。 

 以上のことを述べて、この点での質疑を終わっておきたいと思います。 

朝岡委員長 さっきの２級手帳への保持者への拡充の話というのは、当時の市長会の見解の話ですね。 

白石委員 そのとおりです。市長も、こう言っています。「私もこのように発言して、皆で一緒にし

ましょう」ということを言っているわけですよ。これ、ちゃんと会議録を見ていただければ、

そのようになっています。 

朝岡委員長 当時は、御所の市長が会長やね。そこへ障がい者の方が行かれたと聞いています。そう

いう中での当時の市長会の見解ですな。 

白石委員 そうです。 

朝岡委員長 ほかに質疑はございませんか。 

 吉村委員。 

吉村委員 69ページの保健衛生総務費の中の19節負担金補助及び交付金の中の休日診療の負担金と小

児深夜診療所診療負担金、これは積み上げの内訳をお示しいただきたいと思います。特に、

小児の方は昨年より100万円上がっているということは、利用者がそれだけ多いのかなとい

うふうに思うんですけども、それも含めてお聞かせいただきたいと思います。 
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 それともう１点、75ページの火葬場費の中の14節使用料及び賃借料のこの469万3,000円の

内容をお示しください。 

朝岡委員長 水原課長。 

水原健康増進課長 健康増進課の水原です。よろしくお願いいたします。 

 吉村委員の質問でございます。まず初めに、休日診療所負担金でございます。休日診療所

負担金におきましては、葛城地区休日診療所大和高田市保健センターにございます。費用の

積算についてですが、費用が3,600万円の費用に均等割、３市１町の負担金の一律１割の一

律が90万円、それと利用率割ですが、前年度平成26年11月から平成27年10月までの実績利用

率21.4％が葛城市でございます。それの利用率が693万3,600円、合わせまして783万3,600円

でございます。 

 次に、小児深夜診療負担金でございます。これにおきましては、橿原市保健センターで行

っております。費用が100万円近く上がっております。まず最初に、費用の積み上げからご

説明させていただきます。費用の基準額といたしましては、4,890万72円でございます。前

年度の利用率から、全員かかっておられる人数が1,555人、そのうち葛城市が130人、利用率

が8.36％でございます。その金額が約408万9,000円になるわけでございます。前年度の平成

27年度の基準額におきましては、4,191万8,960円、利用率でございますが、1,434人分の葛

城市が105人で7.32％、平成28年度は8.36％で約１％安くなっております。平成27年度の負

担金は金額は371万円という形で、100万円近くの差があるということでございます。 

 以上でございます。 

朝岡委員長 西川環境課長。 

西川環境課長 環境課の西川でございます。火葬炉のご質問にお答えいたします。 

 昭和62年４月に稼働以来、約30年を迎える火葬炉でございますが、火葬炉１基と配電盤を

入れかえるに当たりまして、単年で約4,000万円近く支出するのはしんどいという考えのも

とで、約10年の賃借の契約を考えております。それで、初年度が予算に計上しております

469万2,000円ということになっております。 

 以上でございます。 

朝岡委員長 吉村委員。 

吉村委員 わかりました。100万円上がった理由もよくわかりました。この火葬場のリースですか。

リースがあるんですか。結構です。 

朝岡委員長 よろしいですか。ほかに。 

 岡本委員、どうぞ。 

岡本委員 74ページの環境衛生費、これの負担金ですけども、再生資源の集団回収、平成27年の実績

と平成28年度のトン数の見込量。それから、今、吉村委員が質問されました75ページの火葬

場のいわゆる使用料及び賃借料、今、課長が答弁された。火葬炉１基が傷んでいるわけかい

な。今、３号まであるわけやろう。どれが傷んでるのか知らんけども、その１基するのに、

4,000万円もかかるということですか。 

 それと、78ページの負担金補助及び交付金、葛城地区清掃事務組合の負担金が平成27年当
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初の予算に対して、補正で100万円ほど上がっとると思うんやけども、１億8,500万円ぐらい

になっていると思う。処理量が若干上がっとる。それに対して、平成28年度、金額が約200

万円弱下がっとる。これがどういうふうになっとるんか教えてもらいたいのと、それからこ

の浄化槽の清掃手数料は前からずっと言うとるわけやけど、もう合併して10年過ぎた、去年

も市長に聞いたと思うんやけど、もういい加減にこれは廃止をせんと、浄化槽から下水道に

いつまでたってもつないでもらわれへん。そやから、前にも言ったように、５年なら５年、

３年なら３年に決めてやっていかないと、ずるずるやっとったら、下水は接続してもらわれ

へんわ、助成金を払わんなんあかんわ、今言ってるように、汲み取り、何年たっても葛城清

掃は減っていかへん。そこらも、よう考えていかないと、お金はどんどんありますねんとい

うわけにはいかへん。そやから、節約できるものは節約していく、そういうことでお願いし

たいと思いますけども、どうですか。 

朝岡委員長 西川環境課長。 

西川環境課長 環境課、西川です。よろしくお願いします。 

 まず、集団回収の実績でございますが、平成27年度の実績でございますが、回収量が約

780トンで、389万30円でございます。平成28年度目標値は、集団回収も含めまして、いろい

ろ古紙回収も推進しまして、リサイクル率の活性化または推進というのを期待しまして若干

ふやしております。 

 そして、先ほど申しました火葬炉ですけども、１基約3,500万円と最初に配電盤を入れか

えする必要がございまして、その配電盤が約500万円の、足して約4,000万円を10年リースで

契約しようとするものでございます。また、これは３基ありますので、１年に１基ずつやっ

ていこうという予定でございます。 

 葛城地区清掃事務組合の負担金でございますけども、補正で100万円ほどふえております

けども、平成28年度では組合の償還金が大きく下がることによりまして負担金が下がってお

ります。組合の建設費の償還金が、平成27年度で７億3,600万円、平成28年度で５億8,400万

円、そして平成29年度では２億7,000万円ぐらいに大きく減っておりますので、平成28年度

の組合の負担金が大きく下がっているという要因になっております。 

 以上でございます。 

朝岡委員長 山下市長。 

山下市長 葛城地区清掃事務組合の分はちょっと理解をしにくいのは、毎年の葛城地区清掃事務組合

全体の処理量というのは減っていっているんですよ。全体の４市４町から入ってくる処理量

の分というのは減っていくので、その分の負担金というのも、それともう一つの要因の分が

あって、毎年の入ってくるお金自体が減っていっている。だから、毎年毎年予算組みをする

葛城市の分担のお金というのは減っていっているんやけれども、まず額が確定をして、その

上で処理量割というのがあると。その中で、４市４町の中での葛城市が当初予定していたよ

りも処理量がふえると、分担割合がもともと考えていたよりもふえるわけね。そうなると、

もともとのパイが決まっている状況の中での負担割合がふえるということになったので、こ

の間の補正予算のように今、100万円ふえるとか200万円ふえるというような形で、その年の
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予算の中で４市４町の負担の中で葛城市が余計に払わなきゃならない分がふえると、その分、

ほかの市が減っているという形になると、ちょっと葛城地区清掃事務組合の場合は、その仕

組み自身がなかなか難しいので、ご理解をいただくのにちょっとあえて発言をさせていただ

いたということです。 

朝岡委員長 芳野市民生活部長。 

芳野市民生活部長 市民生活部の芳野です。 

 岡本委員のご質問の浄化槽清掃手数料の助成金の件でございます。現在、新炉建設に向け

て進めておりまして、ところが新クリーンセンターにおきましては、バキュームカーの乗り

入れの禁止を大字との間において協定を結んでおります。その中で、直営、新庄クリーンセ

ンターのし尿の直営部隊が業務の方を民間に委託する予定でございまして、現在、職員と協

議をいたし、話ができました。職員の方につきましては、ごみの収集に回ります。したがい

まして、新庄地域のし尿も業務委託になるわけでございまして、現在、その當麻地域に出し

ております助成金の補助のあり方、またその終了時期を現在協議検討いたしておりまして、

今年度中に結論を導き実施に向けて進めてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

朝岡委員長 岡本委員。 

岡本委員 集団回収については、一応780トンが実績ですね。新年度については補助金が550万円とい

うことは1,100トンになるわけやな。それと、その火葬場の問題やけども、結論から言った

らこれは全部切りかえなあかんということやろ。それで、何でリースにせなあかんのか。た

くさん金がかかるからリースでするというわけか。そんなん、リースでするより、１基なら

１基一発で据え変えた方が安いのと違うんか。例えば、これは4,000万円かかるものが、10

年リースにしたら単純計算で4,700万円かになるわけやろう。何で一発で入れかえできへん

のか。葛城市はどっさり金があるやん。4,000万円ぐらいの金、微々たるもんや。何でそれ

一発で入れかえできへんのか。それが、私がちょっと理解に苦しむところやねん。 

 それと、先ほどし尿の関係で、今、市長の方から話があって、なかなかこの問題は難しい

問題やと思うわけやけども、いわゆる下水道、どんどん工事だけやっていって、使用料もな

かなか思うように上がっていかない。そうなってきたら、できるだけ下水道に接続するとい

うことで職員も一生懸命やってくれると思うわけやけども、これ、見方は悪いか知らんけど、

その処理量が、当初予算だけを見ていると、量で言ったら３キロほどやけどふえている。だ

から、何が原因で汲み取りがふえんねん。だから、下水道を一生懸命やって加入促進をやっ

てる。また、市長が助成金を５年間延長しますよと言ってるわけやん。ところが、この延長

すると言ったかて、加入件数はふえてないんかいなということになってくる。 

 そこらは、いつも毎年言うわけやけど、下水とそのいわゆる一般汲み取りの関係は、やっ

ぱりお互い努力をして減らしていかんと、一生懸命努力しながら、予算を見る限り、どれだ

け努力してくれたんかいなということになってきよるわけやんな。 

 それと、今、私は芳野部長に説明してもらった、私は委託料を話をしてるのと違うて、負

担金の浄化槽の助成費を毎年出しているわけや。これでずっと見てたら、平成27年が当初



 

－72－ 

180件ほどこれを出しているわけや。もう去年もおととしも言ってるわけや。市長にお願い

しているのは、もう合併して10年超えている。合併当初、當麻と新庄と汲み取り料の単価が

違ったわけやん。そやから、苦情が出ないように安い方に合わせて、補てんしたわけやろう。

これ、補てんして10年たって、今これ12年目になっている。それでも件数が減っていかない。

こんなんしてたら、誰もつながないと思う。助成してもらっているので、高い下水につなぐ

必要がない。そういうことやから、どっかで歯どめをしないといかんのと違うかと、もう３

年前から言っています。それでも、全然耳を傾けてくれないので、１つも減りもしない。そ

れをどうするのか聞いているわけ。 

朝岡委員長 生野副市長。 

生野副市長 まず、火葬炉のリースの関係でございます。これにつきましては、ご存じのように、今、

３基あるわけでございまして、今年度含めて平成28年、平成29年、平成30年で３基を全て入

れかえる予定をいたしておるわけでございます。その中で、委員ご指摘のように、ある炉に

つきましては、昭和62年に完成して、施工業者等が今現在管理委託も行っているわけでござ

いまして、平成28年度は１基から10年リースでするわけでございますが、この計算上では、

先ほど課長が言いましたように約4,000万円という中でございます。その中で、当初の１基

の予定はもう少し値段的に高かったわけでございますが企業努力をいただいた中で、こうい

う予算を計上させていただいて、市の１年間の負担を少しでも和らげるために、リースの手

法をとったわけでございます。 

 先ほど、市民生活部長が申しました浄化槽の清掃手数料の助成金の件でございます。先ほ

ど、部長が申しましたように、今現在、新庄の方は直営、そして當麻の方は委託という中で、

その差額を合併後から助成をいたしておる。當麻側に助成をいたしておるわけでございます

が、今回、新庄側につきましても、新炉完成の平成29年４月１日から民間委託という計画を

持っておりますので、それまでの時点で十分な協議を行っていきたいというように思ってお

りますので、この助成金につきましても、当然、「また新庄側にも払うんか」というご指摘

があろうかと思いますが、廃止に向けて検討してまいりたいというように思っております。 

 以上です。 

朝岡委員長 岡本委員。 

岡本委員 企業努力してリース料を負けてもらったと言うけども、それやったらもっと企業努力して

負けてもうたらいいのと違うんか。何でリースにしなければあかんねん。金があんねやんか。

金がないんやったらリースにしていったらいいやん。そんなもん、高い金払うことないわけ

やんか。今、単年度で金払うたら、たとえ700万円でも助かるのと違うか。それを私言って

るわけやんか。何でリースにせなあかんのか、何で単年度で工事ができないのかいう話をし

ているわけや。 

 それと、今、言ってるこの浄化槽の助成金でも、これから検討しますと言ってくれたら、

３年も４年も前から言ってんのに、何も検討せんと、これから検討しますねん言ったって、

いつも言ってるように勝手にしゃべっとれの状態です。もうちょっと誠意を示してもらいた

い。 
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朝岡委員長 山下市長。 

山下市長 できるだけ行政の単年度の負担というのを平準化をしていこうという考え方でございます

ので、利率としては若干出てくるかもわからないですけれども、負担感を減らしていく。後

年度も平準化をして負担する額というのを確定をしていくということで、見える化をしてい

くということでございます。 

 今回、１基でございますけれども、合わせて３基やらなければなりませんので、１基

4,000万円そこらかもわかりませんけれども、それでも私はかなりの負担だと思いますけれ

ども、３基あると１億2,000万円以上の負担をしていかなければならないという形になるわ

けですから、これを補助金なしで単費でやらなきゃならないというのはかなりの負担になる

と思いますので、それを平準化をして、後年度もずっと使っていくものでございますので、

市民の皆さんに平準化をして負担をしてもらえるようにという配慮でございます。浄化槽の

問題に関しましては、いろいろと、今、申し上げましたとおりでございます。検討してまい

りたいというふうに思っております。 

朝岡委員長 ほかに質疑がないようでございますので、３款、４款の質疑を終結させていただきます。 

 本日は、これにて委員会を終了いたします。 

 なお、明日17日の午前９時30分より委員会を再開いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 ご苦労さまでございました。 

      延 会 午後７時３６分 


